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■概要

• 小規模な顧問契約先マンション（当時：築３５年）で、ひょんなことから？？？号室内に存在
すべき耐震壁（共用部分）が存在していないことが判明した。

• ？？？号室の現区分所有者は、前区分所有者から現況のまま同室を購入しており、マン
ションの最先入居以降のどこかで人為的に壁が撤去され、現在に至っていると考えられた。

• 理事会が現区分所有者に問題提起したところ、現区分所有者から自主的な壁の復旧工事
の実施の申し出があり、理事会がこれを承認して着工寸前まで準備が進められたところで、
現区分所有者は一方的に工事を中断した。

• 中断から９か月後、現区分所有者から理事会に対し、自主的な復旧工事は実施しない旨と
管理組合による復旧工事の実施の依頼が通知されることになった。

• これに対し、弁護士の助言を得て文書で対抗した結果、現区分所有者から理事会に対し、
再び自主的な壁の復旧工事の実施の申し出があり、総会の承認決議に基づいて実施に
至った。

• 人が住む建物にあって想像を絶する大！工事になったが、耐震壁は問題の発覚から３年後
に復旧された。

１．過去の区分所有者によって撤去された耐震壁の復旧

そもそも、どのように復旧する？

■前提
• マンション（管理組合）に構造計算書の保管なし。元施工会社も保有なし。

■学術的見解（要約）

• 昭和５６年の新耐震基準による設計がされているので、それ相当の安全性はあると思うが、その後構造規準も何度か
改正されているため、既存不適格となっており、補強するとなると、現在の法律に合わせて遡及させなければならない。

• つまり、構造計算書を復元し、補強後に耐震診断を実施して耐震性の充足を確認する前提にあっては、耐震壁をもと
通りにするだけでなく、現在の法律に適合させることが要求される可能性が高い。

• 一旦解体したSRC造は元通りするには性能が落ちるため、元の状態以上に補強が必要となる。

■構造が専門の設計事務所による実務的視点からの見解と提案（要約）
• 構造計算書の復元と耐震診断は行わず、耐震壁の復旧のみに留めるのがよい。

• 構造計算書の復元は現在の基準で行う。耐震基準については、壁に関する剛性評価方法等、種々知見が増えてきて、
昭和５８年当時とは大分相違しているため、構造計算を現在の基準で行うと、おそらくＮＧの部材が出てくる。

• そのうえで、耐震診断までを行ってＮＧとなった場合にどうするかの判断を事前に行う必要があるが、技術及び費用の
両面で非常にハードルの高い判断になり、クリアできないことが案じられる。

• 上記により、対象箇所のEW15と同等耐力以上の耐震壁の確実な復旧を考える方が現実的。

• 復旧工事の品質を確保するため、復旧工事の施工者以外の（第三者性を有する）構造の専門家に対し、関係調査、
配筋設計、施工監理の各業務（下記）を担わせることを提案する。

■品質確保を目的とした業務の内容及び概算費用（上記の設計事務所の提案）
1.現状の確認、調査
目視、レーダー探査による現状配筋の確認、配筋設計のための斫り調査

2.配筋設計
耐震改修に準じた設計で、既存EW15と同等耐力以上を確保

3.施工監理
施工図チェックや現場の施工状況確認・指導

※調査費用によって金額が変動するが、1.～3.で概ね１００万～２００万円程度の見込み。
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2020 年 12 月 8 日 
＊＊＊＊＊＊？？？号室 
＊＊＊＊＊＊＊＊株式会社 殿 

＊＊＊＊＊＊管理組合 
理事長 ＊＊ ＊＊ 

貴室内の現況確認に関するお願い 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当管理組合の業務運営につきご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。 

 さて、インターネット上の情報を通じて目下、貴社が？？？号室（以下「貴室」
と記します。）を売却中である旨を確認したことに関連して、以下説明を添えて
標記のお願いを申し上げます。 

広告に掲載されている貴室の間取り図には、当マンションの構造上も必ず存
在すべき柱の一部と壁（共用部分）が存在していません。（別紙１のとおり。） 
この点は、2020 年*月**日付で貴社から管理組合に対して申請された工事届に

添付されていた現況図においても、同様でした。（別紙２のとおり。） 
特に、存在を確認できない壁は、当マンションの竣工時の構造図面（別紙 3 の

とおり。）において Ew15 と記されている耐震壁であり、真にこの壁が存在しな
い場合には、それにより当マンション全体の耐震性に甚大な負の影響が及ぼさ
れるおそれがあるため、専門性の下に復旧をお願いせざるを得ません。 

つきましては、おそれいりますが、最短の月例理事会の開催日などに貴室内の
現状を確認させていただきたく、お願いを申し上げますので、下記の連絡先窓口
宛にご都合等のご連絡を賜りたく存じます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
敬具 

〈本件に関する連絡先窓口〉 
管理会社：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊支店 ＊＊＊＊＊＊＊部 
担当 ＊＊＊＊＊ 
TEL ０３－３＊＊＊－＊＊＊＊ 
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２０２１年４月２５日

＊＊＊＊＊＊管理組合

組合員及び入居者各位

＊＊＊＊＊＊管理組合

理事長 ＊＊ ＊＊

耐震壁復旧工事の実施について 

（経過説明と報告） 

平素は、当管理組合の運営にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年暮れのことですが、当マンション？？？号室内の構造壁（耐震壁）について、

新築工事の設計図面と現況との相違が判明しました。

具体的に、建物の構造上も？？？号室内に必ず存在すべき耐震壁の一部を確認すること

ができないというもので、マンションの最先入居以降のどこかで人為的に撤去された可能

性が考えられましたが、そうした経緯は全く不明であるほか、少なくとも現在の組合員は、

前組合員から現況のまま同室を購入されています。

この事態につき、同室の組合員から理事会に対し、当該組合員の責任と負担で耐震壁を

設計図面のとおりに復旧する工事（広範囲の内装の解体と仕上げの工事を含み、以下「復

旧工事」と記します。）の実施の申し出があり、数ヶ月越しで協議を重ねてまいりました。 
当マンションの竣工後３５年の間には、１０年前の東日本大震災（東京地方で震度５強）

を最大として、たびたび強い揺れの地震に見舞われるも、建物の存立が脅かされるような

損傷を全く生じることなく現在に至っていますが、この耐震壁がないことによって当マン

ション全体の耐震性がわずかでも脆弱になっているとすれば、将来震度６以上の強い揺れ

の地震に見舞われた場合、甚大な結果を招来するおそれがあります。

上記により、本日開催した理事会において、組合員の共同の利益の増進の観点から必要

不可欠な工事に当たるとの判断に基づき、居住者の日常生活に対して及ぼされる騒音・振

動等の影響を最小限に抑えた工事になることを前提として、申し出に基づく復旧工事の実

施を承認致しました。

復旧工事の実施計画の概要については、別紙資料をご参照下さい。

復旧工事は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の耐震補強工事に採用される「溶接スタッ

ド鉄筋工法」によって施工されますが、躯体コンクリートに新たな鉄筋コンクリート壁を

確実につなげ直すという工事の性質上、これにより生じる騒音・振動等は、相応の配慮の

下においても、かなり大きなものとなることが予想されます。

そして、マンション内の住戸で実施される専有部分リフォーム工事等のルールに準じ、

騒音・振動等を伴う工事が平日１０時００分～１２時００分と１３時００分～１５時００

分の時間帯に限って少しずつ進められることになる関係にあって、着工直後の５月中旬頃

から６月中旬頃にかけては、平日の日中に大きな騒音・振動等が断続的に発生することを

避けられないほか、その後８月まで仕上げの工事の実施に伴う施工音が発生します。

急なお知らせになりましたが、以上のとおりに報告を申し上げますので、各位におかれ

ましては、ご確認下さるとともに、標記工事は決して同室のリフォームのために実施され

る工事ではなく、あくまで建物全体の安全性を確保するために実施される工事になること

につき、深遠なるご理解とご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。

以上

＜本件に関する連絡先＞
（日常の管理関係）㈱長谷工コミュニティ 東京支店 マンション管理４部

03-3457-1207 （担当：長谷川） 
（復旧工事関係）大和ハウス工業㈱ 東京支店 統括マンション事業部

   03-5214-2796   （担当：秋永） 

重 要 緊 急 
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２０２２年３月１９日

中原総合法律事務所

弁護士 中原茂先生

このたびはお世話になります。

過日は、ご多忙のところ、折り返しの電話をいただき、ありがとうございました。 
来る３月２３日（水）１５時３０分に訪問させていただきます。

訪問に際して、遅くなりましたが、次ページ以降の補足説明等を添えて関係資料を

送らせていただきます。

お手数をお掛けして恐縮ですが、あらかじめご確認下さいましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

■事案の概要

物件マンション？？？号室内に存在すべき耐震壁（共用部分）が存在しないこ

とが判明した。

？？？号室の現区分所有者は、前区分所有者から現況のまま同室を購入してお

り、マンションの最先入居以降のどこかで人為的に壁が撤去され、現在に至って

いると考えられた。

この事態に対し、現区分所有者から理事会に対し、自主的な壁の復旧工事の実

施の申し出があり、理事会がこれを承認して着工寸前まで準備が進められたとこ

ろで、現区分所有者が一方的に工事を中断した。

中断から９か月後、現区分所有者から理事会に対し、自主的な復旧工事は実施

しない旨と管理組合による復旧工事の実施の依頼が通知されることになった。

以上

■＊＊＊＊＊＊管理組合 顧問

関係資料の送付ほか 

親泊マンション管理士事務所
マンション管理士 親泊 哲

〒194-0013 
東京都町田市原町田４－１９－１２－１３０１ 

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 
ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 
携帯電話 ０９０－６５３７－０４２６ 

 mail  s-mankan@jt9.so-net.ne.jp
http://www.oyadomari-mankan.com/ 
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代
理
人
弁
護
士

山

下

俊

之

【主
文
】

一　
被
告
は
原
告
ら
に
対
し
、
別
紙

物
件
目
録
記
載
の
建
物
の
バ
ル
コ
ニ
ー
側

の
東
側
外
壁
の
別
紙
図
面
表
示
の
個
所
に

存
し
、
同
図
面
に
甲
乙
丙
と
表
示
し
て
あ

・

る
三
個
の
貫
通
孔
に
通
し
て
あ
る
配
管

・

配
線
を
取
り
外
し
、
こ
の
三
個
の
穴
を
セ

メ
ン
ト
を
以
て
塞
ぐ
工
事
を
せ
よ
。

二
　
被
告
は
原
告
ら
に
対
し
、
別
紙
物
件
目

録
記
載
の
建
物
の
バ
ル
コ
ニ
ー
側

（南

側
）
の
東
側
外
壁
の
別
紙
図
面
表
示
の
個

所
に
取
り
付
け
た
同
図
面
表
示
の
ガ
ス
湯

沸
か
し
器
バ
ラ
ン
ス
釜
を
撤
去
し
、
右
バ

ラ
ン
ス
釜
設
置
の
た
め
の
ね
じ
穴
を
セ
メ

ン
ト
を
以
て
塞
ぐ
工
事
を
せ
よ
。

三
　
被
告
は
原
告
コ
ー
プ
戸
山
台
管
理
組
合

管
理
者
石
井
暢
に
対
し
、
金
四
〇
万
円
を

支
払
え
。

四
　
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る
。

五
　
こ
の
判
決
は
第

一
な
い
し
三
項
に
か
ぎ

り
仮
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【事
実
及
び
理
由
】

第

一　

請
求

主
文
と
同
旨
。

第
二
　
事
案
の
概
要

本
件
は
、　
一
棟
の
建
物
の
共
用
部
分
た
る
壁
柱

に
、
区
分
建
物
所
有
者
た
る
被
告
が
、
私
用
に
供

す
る
た
め
に
貫
通
孔
を
あ
け
て
配
管
す
る
等
の
行

為
を
し
た
た
め
に
、
管
理
者
及
び
他
の
区
分
所
有

者
で
あ
る
原
告
ら
が
、
右
穿
孔
等
の
行
為
は
、
建

物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

（以
下

「区
分

所
有
法
」
と
い
う
）
六
条

一
項
に
定
め
る
建
物
の

保
存
に
有
害
な
行
為
等
に
あ
た
る
と
し
て
、
同
法

五
七
条

一
項
に
よ
り
、
又
は
保
存
行
為
と
し
て
、

右
穿
孔
等
の
行
為
に
よ
る
結
果
の
復
旧
工
事
を
な

す
よ
う
求
め
る
他
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
と
し
て
、
本
件
訴
訟
提
起
と
追
行
の
た
め
に

支
払
っ
た
弁
護
士
報
酬
金
四
〇
万
円
の
支
払
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

一　
争
い
の
な
い
事
実

１
　
原
告
コ
ー
プ
戸
山
台
管
理
組
合
管
理
者
石

井
暢

（以
下

「原
告
石
井
」
と
い
う
）
は
、
平
成

元
年
四
月
九
日
、
別
紙
物
件
目
録
記
載
の

一
棟
の

建
物

（以
下

「
コ
ー
プ
戸
山
台
」
と
い
う
）
の
区

分
所
有
者
全
員
を
以
て
構
成
さ
れ
る
コ
ー
プ
戸
山

台
管
理
組
合

（以
下

「組
合
」
と
い
う
）
の
集
会

に
お
い
て
、
管
理
者
に
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

6
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原
告
上
田
重
朋

（以
下

「原
告
上
田
」
と
い
う
）

は
コ
ー
プ
戸
山
台
の
建
物
番
号
三
〇
八
の
区
分
建

物
所
有
者
で
あ
り
、
コ
ー
プ
戸
山
台
の
共
用
部
分

の
共
有
者
の
一
人
で
あ
る
。
被
告
は
、
別
紙
物
件

目
録
記
載
の
区
分
建
物

（以
下

「本
件
建
物
」
と

い
う
）
の
所
有
者
で
あ
る
。

２
　
本
件
建
物
の
バ
ル
コ
ニ
ー
側

（南
側
）
の

東
側
外
壁

（以
下

「本
件
壁
柱
」
と
い
う
）
は
、

コ
ー
プ
戸
山
台
全
体
の
壁
柱
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

構
造
上
の
共
用
部
分
で
あ
る
。

３
　
本
件
壁
柱
の
別
紙
図
面
表
示
の
個
所
に
ヽ

同
図
面
に
甲
乙
及
び
丙
と
表
示
し
て
あ
る
三
個
の

直
径
六
糎
及
び
八
糎
の
貫
通
孔

（以
下

「本
件

孔
」
と
い
う
）
が
あ
る
が
、
被
告
は
昭
和
六
三
年

五
月
頃
、
甲
と
丙
の
孔
を
開
け
甲
乙
丙
の
二
つ
の

貫
通
孔
に
配
管
配
線
を
通
し
、
か
つ
同
図
面
表
示

の
個
所
に
幅
三
五
糎
長
さ
五
〇
糎
厚
さ

一
〇
糎
重

さ

一
四

・
五
砥
の
ガ
ス
湯
沸
か
し
器
バ
ラ
ン
ス
釜

（以
下

「本
件
釜
」
と
い
う
）
を
取
り
付
け
た
。

な
お
被
告
は
乙
の
孔
は
、
被
告
が
開
け
た
の
で
は

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
修
復
義
務
の
存
在
を

争
っ
て
い
る
。
し
か
し
乙
の
孔
は
コ
ー
プ
戸
山
台

新
築
の
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
別
紙
図
面
表
示

の
丁
の
孔
と
は
異
な
り
、
そ
の
建
築
後
に
穿
孔
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
に

争
い
が
な
い
。
と
す
る
と
被
告
が
開
け
た
の
で
は

な
い
と
し
て
も
、
本
件
建
物
の
元
の
所
有
者
が
開

け
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
区
分
所
有
者
又
は

管
理
者
が
共
有
部
分
等
に
つ
き
他
の
区
分
所
有
者

に
対
し
て
有
す
る
債
権
は
、
債
務
者
た
る
区
分
所

有
者
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

（区
分
所
有
法
八
条
、

七
条

一
項
）
、
い
ず
れ
に
し
ろ
被
告
は
修
復
義
務

の
承
継
を

き

乙

の
が
被
告
な
の
か
元
の
所
有
者
な
の

違
い

に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

４
　
組
合
は
、
平
成
元
年
四
月
九
日
の
集
会
に

お
い
て
、
被
告
に
対
し
、
本
件
孔
を
塞
ぎ
本
件
釜

を
撤
去
し
て
、
本
件
壁
柱
の
原
状
を
回
復
す
る
よ

う
請
求
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
決
議
し
、

原
告
代
理
人
弁
護
士
に
着
手
金
と
し
て
金
四
〇
万

円
を
支
払
っ
た
。

二
　
争
点

本
訴
請
求
が
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い

か
ど
う
か
が
、
主
要
な
争
点
で
あ
る
。

第
二
　
争
点
に
つ
い
て
の
判
断

一　
だ喉
浩
は
、
本
件
孔
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る

上
、
そ
の
穿
孔
に
は
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
カ
ッ
タ
ー
を

使
用
し
て
慎
重
を
期
し
、
鉄
筋
を
切
断
又
は
そ
れ

に
損
傷
を
加
え
て
い
な
い
し
、
本
件
釜
は
小
型
で

あ
っ
て
本
件
壁
柱
に
は
殆
ど
負
担
が
か
か
ら
な
い

か
ら
、
本
件
壁
柱
の
強
度
を
弱
め
て
い
な
い
し
、

そ
の
強
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
で
は
な
い
、
と

主
張
し
て
い
る

（被
告
は
三
級
建
築
士
で
あ
っ
て

専
門
知
識
を
有
す
る
の
で
、
穿
孔
等
に
つ
い
て
は

特
に
慎
重
を
期
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
）。
し
か

し
区
分
所
有
法
五
七
条
に
よ
り
、
そ
の
行
為
の
結

果
の
除
去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
建

物
の
保
存
に
現
実
に
有
害
な
行
為
に
限
定
さ
れ
な

い
。
区
分
所
有
法

一
七
条

一
項
は
、
共
用
部
分
の

変
更
は
、
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各
四
分
の

三
以
上
の
多
数
に
よ
る
集
会
の
決
議
で
決
す
る
も

の
と
定
め
る
。
各
区
分
所
有
者
が
た
と
え
建
築
の

専
門
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

判
断
に
よ
り
、
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
の
結
論

を
下
し
て
、
共
用
部
分
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
自

体
、
現
実
に
は
建
物
に
有
害
な
こ
と
で
は
な
い
と

し
て
も
、
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、

建
物
の
管
理
又
は
使
用
に
関
し
、
区
分
所
有
者
の

共
同
の
利
益
に
反
す
る
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き

る

（区
分
所
有
法
六
条

一
項
）。
も
っ
と
も
被
告

は
、
現
実
に
有
害
な
行
為
の
結
果
だ
け
が
除
去
の

対
象
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
本
訴
請
求
が
権
利
の
濫
用
と
な
る
こ
と
の
理

由
の
一
つ
と
し
て
被
害
が
な
い
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
複
数
の
区

分
建
物
を
有
す
る

一
棟
の
建
物
の
保
守
維
持
の
た

め
に
は
、
各
区
分
建
物
所
有
者
の
判
断
に
よ
る
勝

手
な
行
動
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
集

会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は

遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
実
の
被
害
の
有

無
は
権
利
濫
用
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
も
重
き
を

置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
一　
本
件
建
物
内
に
は
、
も
と
も
と
ガ
ス
レ
ン

ジ
、
湯
沸
か
し
器
、
風
呂
の
バ
ラ
ン
ス
釜
の
三
個

の
ガ
ス
器
具
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
前
二
者
の
排

気
は
屋
上
に
通
ず
る
ダ
ク
ト
に
よ
り
、
バ
ラ
ン
ス

釜
の
排
気
は
廊
下
側

（北
側
）
に
抜
け
る
排
気
孔

に
よ
っ
て
い
た
が
、
被
告
が
昭
和
五
八
年
二
月
四

日
に
本
件
建
物
を
買
っ
て
入
居
す
る
以
前
に
、
右

の
バ
ラ
ン
ス
釜
と
も
と
も
と
の
浴
槽
は
取
り
外
さ

れ
て
廊
下
側
の
排
気
孔
は
塞
が
れ
、
そ
れ
に
代
え

て
洋
式
の
細
長
い
バ
ス
タ
ブ
に
湯
沸
か
し
器
か
ら

給
湯
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
方
法
は
湯
沸
か
し

器
の
能
力
を
超
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
熱
い

湯
が
出
な
い
し
シ
ャ
ヮ
ー
の
勢
い
も
弱
い
だ
け
で

な
く
、
湯
沸
か
し
器
の
消
耗
も
激
し
く
、
途
中
で

湯
が
出
な
く
な
っ
た
り
、
火
が
消
え
た
り
、
点
火

す
る
と
大
き
な
爆
発
音
と
と
も
に
炎
が
吹
き
出
す

な
ど
の
故
障
が
度
重
な
っ
た
。
被
告
は
東
京
ガ
ス

に
依
頼
し
て
度
々
修
理
を
し
て
貰

っ
た
が
、
湯
沸

か
し
器
が
酷
使
さ
れ
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
た
め
に
、
数
日
す
る
と
す
ぐ
に
元
に
戻
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に

は
、
湯
沸
か
し
器
を
新
品
に
取
り
替
え
る
の
が
最

も
有
効
で
あ
っ
た
が
、
既
設
の
湯
沸
か
し
器
と
同

種
の
湯
沸
か
し
器
は
製
造
さ
れ
て
い
な
い
の
で
入

手
で
き
ず
、
新
製
品
を
取
り
つ
け
る
と
な
る
と
、

そ
の
後
の
ガ
ス
関
連
法
令
の
改
正
に
よ
り
、
既
存

の
排
気
孔
は
安
全
基
準
に
達
し
な
い
の
で
使
用
で

き
な
か
っ
た
。
一被
告
は
、
独
身
の
間
は
で
き
る
だ

け
外
食
を
し
た
り
銭
湯
を
利
用
し
、
建
物
内
の
ガ

ス
湯
沸
か
し
器
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
不
便

を
忍
ん
で
き
た
が
、
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
昭
和
六
三
年
二
月
頃
、
本
件
壁
柱
に
、

本
件
甲
丙
の
孔
を
穿
孔
し
て
貫
通
さ
せ
て
甲
乙
丙

の
孔
に
排
気
管
を
通
し
、
既
存
の
湯
沸
か
し
器
を

取
り
外
し
て
本
件
釜
を
設
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
被
告
の
な
し
た
穿

刊
一等
の
行
為
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
使

用
に
耐
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
は
、
湯
沸
か
し
器

だ
け
で
あ

っ
て
、
そ
の
他

の
ガ
ス
襲
ｍ
ロ
ハ

使
え
な

か

っ
た
の
で
は
な

い
か
ら
、
直

ち
|こ

に
本
件
建
物
内
で
風
呂
を
使
用
で
き
な

い
こ
と

は

フ

ま

た

た

め

に

呂
の
使
用
に
は
支
障
が
あ
る
こ
と

し
な
が

る

こ

と

は

■
―
―
―
―

―
―
―

‐
―
…
―
―
―
　
‐

‐
ロ

ー

ー

‐

―

　

―

―

　

‐
　

『

|こ

′

7



1402号 半」例 時 報

る

こ
と
な
ど

ヤこ

Ｆ
り
忍
ぶ
べ
き
で

っ
た
。
他

の
区
分
所
有
者

つ
い
て
も
古
く
な

た
湯
沸
か
し
器
の
故
障
等
の

い
湯
沸
か
じ
器
は
使
用

て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
不
便
の
程
度
は
大
い

に
異
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
の
み
な

ら

冽
劉
嘲
利
六
二
年

一
〇
月
二

に
は
、
東

京

ガ

ス
か
ら
警
報
器
と

取
り
付
け

既
存
の
湯
沸
か

る
こ
と
も
で

き
る
と
の
回
答

こ
と
が

で
き
た
し
、

を
設
け
れ
ば
よ
い
と
の
解
決
策
も
示
さ
れ
た
の

で
、
そ
の
頃
こ
れ
ら
の
解
決
策
を
区
分
所
有
者
に

知
ら
せ
た
の
に
、
被
告
は
こ
れ
を
無
視
し
て
本
件

孔
の
穿
孔
等
を
強
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三
　
被
告
は
、
被
告
が
本
件
孔
の
穿
孔
や
本
件

釜
の
設
置
を
し
た
昭
和
六
三
年
二
月
以
前
は
、
共

用
部
分
の
変
更
に
つ
き
集
会
の
決
議
や
そ
の
前
提

と
し
て
の
理
事
会
に
諮
る
こ
と
等
の
手
続
は
実
際

に
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
区
分
所
有
者
が
そ
れ
ぞ

れ
の
判
断
で
工
事
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な

手
続
が
実
際
に
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
、
昭
和
六
三
年
五
月

一
日
以
降
の
こ
と
で
ぁ
る

ワ
一
　

か
ら
、
今
更
そ
の
修
復
を
求
め
る
の
は
不
当
で
あ

る
と
主
張
す
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
共
用

部
分
の
変
更
に
つ
い
て
集
会
の
決
議
を
不
要
な
ら

し
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
Λ
証
拠
略
Ｖ
に
よ
れ

ば
、
昭
和
六
〇
年
八
月
時
点
に
お
い
て
既
に
共
用

部
分
の
変
更
に
つ
い
て
、
区
分
所
有
者
が
事
前
に

届
け
出
る
手
続
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
被
告
の
こ
の
点
に
関
す
る
主
張
は
理

由
が
な
い
。
又
被
告
は
、
他
の
区
分
建
物
所
有
者

（複
数
）
も
本
件
の
壁
柱
と
同
様
の
壁
柱
に
、
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
の
貫
通
孔
を
開
け
て
使
用
し
て
い
る

▽
症
状
の
原
因
と
し
て
心
筋
梗
塞
ま

た
は
肺
炎
の
可
能
性
が
あ

っ
た

が
、
今
日
疾
患
、
死
因
を
確
認
で

き
な
い
患
者
に
つ
い
て
、
肺
炎
と

診
断
し
治
療
し
た
医
師
の
損
害
賠

償
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例

っ
て

い
た
よ
う

に

は

バ

ラ

ン

ス

ス
ト
ツ
パ
ー
を

し

天丼

既設排気口

165 300

ガラス

こ
と
は
で
き
な
い
。
と

理
由
が
あ
る
。

す

る

の
請
求
に

テ板

（裁
判
官
　
高
木
新
二
郎
）

別
紙
　
物
件
目
録
Λ
略
Ｖ

ヽ
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
東
京
地
裁
昭
六
二
ン

一
０

一
〇
二
七
八
号
、
平
３

・
２
・
２７
民
三

一

″
四
部
判
決
、
棄
却

（確
定
）　
　
　
　
　
」

床

180 185

甲 給水、給湯(φ 60)乙 排水口(φ 80)丙 防水キンセント・ガス(φ 60)

Ａ
は
、
自
分
の
経
営
す
る
会
社
に
前
夜
か
　
一

ら
泊
ま
り
込
ん
で
い
た
が
、
不
快
感
、
体
熱
　
．

感
、
呼
吸
困
難
の
た
め
ソ
フ
ァ
で
休
ん
で
い

た
と
こ
ろ
を
従
業
員
に
発
見
さ
れ
、
Ｙ
の
診

察
を
受
け
た
。
Ｙ
は
、
Ａ
の
症
状

に
照
ら

し
、
重
症
の
上
気
道
感
染
症
と
診
断
し
て
入

院
さ
せ
、
抗
生
物
質
を
投
与
し
諸
検
査
を
実

施
し
た
。
Ａ
は
、
六
日
目
に
呼
吸
困
難
を
訴

え
容
体
が
悪
化
し
た
た
め
、
転
院
の
手
配
が

と
ら
れ
た
が
、
救
急
車
が
到
着
す
る
前
に
死

亡
し
た
。

そ
こ
で
、
Ａ
の
相
続
人
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
、

Ａ
が
心
筋
梗
塞
及
び
そ
の
合
併
症
で
あ
る
急

性
心
不
全
で
あ
っ
た
の
に
、
Ｙ
ら
が
上
気
道

感
染
症
及
び
肺
炎
と
誤
診
し
て
適
切
な
治
療

を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
求

め
た
。

本
判
決
は
、
現
時
点
で
Ａ
の
疾
患
、
死
因

を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
入
院
時

及
び
入
院
後
の
諸
症
状
な
い
し
所
見
か
ら
す

れ
ば
、
心
筋
梗
塞
の
可
能
性
も
肺
炎
の
可
能

ガス釜

W  H
350× 500

〇
ゆ
Ｈ

配管は写真参照

(58年 よ

乙

る)

口

、開口されてい

250 200
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２０２２年３月２７日

＊＊＊＊＊＊？？？号室

＊＊＊＊＊＊＊株式会社

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊長 ＊＊ ＊ 様
＊＊＊＊＊＊管理組合

理事長 ＊＊ ＊＊

（押印省略）

貴書（２月２５日付）に対する返信とお願い

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

引き続き当管理組合の業務運営につきご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、遅くなりましたが、貴書（題「＊＊＊＊＊＊？？？号室共用部耐震壁工事に

ついて」）に対し、理事会の決議に基づき以下のとおりに返信いたします。

？？？号室内に存在すべき耐震壁（共用部分）が？？？号室（以下「貴室」）の過去

の区分所有者によって撤去されたことは、改めて論じるまでもありません。

共用部分を毀損した不法行為の責任は、建物の区分所有等に関する法律（以下「区

分所有法」）第７条第１項及び第８条の規定により、区分所有者の特定承継人に継承

されます。（日本評論社 コンメンタール区分所有法 第３版 ６０ページ）

また、実際の行為者が過去の区分所有者なのか現区分所有者なのかが不明であると

しても、区分所有法第８条及び第７条１項により、現区分所有者は修復義務の承継を

否定することはできないとしている裁判例もあります。（東京地裁平成３．３．８判決

／判例タイムズ７６５号２０７頁）

厳密には、共用部分に対して特定の区分所有者がなした不法行為に対する損害賠償

請求権が貴室の区分所有者以外の区分所有者全員に共用部分の持分に応じて各別に

帰属している関係にありますが、区分所有法第２６条第２項の規定により、共用部分

等について生じた損害賠償金については、区分所有者の団体の管理者（管理組合理事

長）が区分所有者を代理して請求権を行使することができ、この請求権は法律上当然

の権限になります。

以上の関係にあって、貴社の責任と負担で貴室内の耐震壁復旧工事が実施されるの

であれば、実質的に上記の関係に基づく債権の行使と債務の履行と同じ効果が生じ、

かつ、区分所有者全員の利益に合致することから、特に請求という手続きを踏むまで

もなく、理事会の決議に基づいてお申し出に基づく耐震壁復旧工事の実施を承認させ

ていただきました。

本件に関して貴社と協議を進める中で、法律上の責任の所在等を確認しあった経過

はありませんでしたが、理事会としては、貴社が上記の法律上の責任を認識されたう

えで耐震壁の復旧工事の実施を申し出られ、実際にも施工を計画されたものと理解し

ていますので、貴書に記載されている「実施しない理由」は、すべて理由として成立

していないと申し上げざるを得ません。

当初のご計画に基づく着工予定日からすでに１０ヶ月以上が経過しましたが、他の

区分所有者は引き続き高い関心の下に貴社の動向を見守られています。

ご確認下さるとともに、つきましては速やかに耐震壁復旧工事の実施計画を再立案

され、お示し下さるようにお願いいたします。

敬具
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第■号議案

？？？号室内耐震壁復旧工事実施の承認に関する件

２０２０年の暮れに当マンション？？？号室内に存在すべき耐震壁の一部がない

という事象（新築工事の設計図面と現況との相違）が判明したことについて、？？？

号室の組合員（以下「当該組合員」）から理事会に対し、当該組合員の責任と負担で

耐震壁を設計図面のとおりに復旧する工事（耐震壁復旧工事）の実施の申し出があ

り、理事会でその申し出を承認するとともに、理事会から組合員及び入居者各位に

対しては、２０２１年４月に経過説明等を添えて耐震壁復旧工事の実施をお知らせ

いたしました。

その後、着工直前の時期に一旦工事が中止された以降、当該組合員による施工計

画の再考期間が長期にわたっていましたが、新築時の耐震性を取り戻すための複数

の工法の比較・検討のほか、様々なメーカーや第三者機関への相談を経て最良と判

断された工法（後記のとおり）による耐震壁復旧工事の実施の申し出が２０２３年

１月に理事会になされました。

理事会で検討した結果、立案された工法を妥当と判断するとともに、建物の共用

部分に対する工事となる以上は、管理組合が主体となり、実施に伴う組合員及び入

居者の協力義務を明らかなものとするため、総会の決議を経て実施することが望ま

しいと判断いたしました。

以上により、以下記載の要領に基づき、耐震壁復旧工事を実施することについて

ご承認を諮るものです。なお、本議案は普通決議事項になります。

記

１．工事の目的

？？？号室内に存在すべき耐震壁の一部がないことで建築基準法上、違法建築物

となっている状態を解消します。

２．工事の内容

＊＊＊＊＊＊＊＊＊工法による既存躯体の斫りおよびスタッド工法による耐震壁

の復元。

超高圧水によって対象箇所周辺部の躯体を斫り、既存の鉄筋並びに鉄骨位置を確

認し、新たに築造する壁の鉄筋と溶接していきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊工法では、他の工法と比較して、鉄筋の傷みを最小に抑えら

れます。
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３．工事費

工事費の一切は、？？？号室の組合員（＊＊＊＊＊＊＊株式会社）が負担します。

４．工事の受発注関係

  発 注 者：＊＊＊＊＊＊管理組合

  施工予定会社：株式会社＊＊＊＊＊＊＊

  そ の 他：施工監理（工事の品質チェック等）は＊＊＊＊＊＊＊株式会社の

担当部署が行う予定です。

※施工予定会社の事業内容・実績

コンクリート建築物の劣化調査、耐震診断、耐震補強工事等

※工事の発注者は管理組合となりますが、管理組合による費用負担は発生いたし

ません。

５．工事期間（予定）：

７月頃 工事請負契約締結

７～８月頃 準備期間（周辺道路の通行止めに伴う諸官庁届等）

９月頃 仮設工事・既存躯体斫り

  １０月頃 鉄筋溶接・型枠

  １１月頃 コンクリート打設・グラウト打設・脱着・仮設搬出

※工事準備の進捗状況により、工程が後ろ倒しとなる可能性があります。

※耐震壁復旧工事の完成後は、同室内及び１階の特定住戸内の内装仕上げ工事の

実施が予定されています。

６．組合員及び入居者に協力をお願いする事項（容認事項）

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊工法に伴う階下への＊＊を避けられないため、？？？号室

と？？？号室の組合員（入居者）には、工事中の全期間にわたり一時転居をお願

いすることになります。

 工事期間中は騒音発生が予想されます。特に、躯体コンクリートに新たな鉄筋コ

ンクリート壁を確実につなげ直すという工事の性質上、これにより生じる騒音・

振動等は、相応の配慮の下においても、かなり大きなものとなることが予想され

ます。あらかじめご承知おき下さるようにお願いいたします。

 関連して、専有部分リフォーム工事のルールに準じ、騒音・振動等を伴う工事は

平日１０時００分～１２時００分と１３時００分～１５時００分の時間帯に限

って少しずつ進めることが基本工程とされますが、工事の特殊性から、上記の時

間外に騒音・振動等が発生することもあります。併せてご了承いただきますよう

お願いいたします。

 公的な許可の下に＊＊＊＊＊＊＊＊＊車、スタッド車、生コン車及びポンプ車と

いった特殊工事作業車両を＊＊＊＊＊側の路上に駐車させるため、日中の時間帯
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において当該道路が全面車両通行止めとなる期間が生じます。

 作業は基本的には室内作業のため、マンション館内への臭気の発生はございませ

んが、個人差により溶接時やコンクリート搬入時に臭気を感じる場合もあります。 

７．理事会への一任事項

施工計画の細部や工期等の妥当性の判断、工事期間中の共用部分等の通行等の制

限、敷地内への工事車両の駐車計画その他、本工事の実施に関することについては、

理事会に一任していただきます。

以上
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Ｂマンション 

所在地 東京都内（２３区エリア）

総戸数 １８戸

タイプ 住居専用

竣工年 昭和４５年（１９７０年）

管理形態 自主管理（住み込み管理員を自主雇用）

管理会社 －

会計年度 ３月～２月

通常総会開催期 ３月

契約時期（年数） 平成１５年３月～平成１７年４月 ／ 平成２３年４月～（通算５年目） 
契約期間（単位） １年

顧問料月額 ６３，０００円（３，５００円／戸）

訪問交通費 一回あたり９８０円

契約業務の内容

（顧問契約書

からの抜粋）

一 会計管理の補助業務

二 理事会運営の補助業務

三 総会運営の補助業務

四 管理員の労務管理の補助業務

五 対外折衝等及び附帯事務の補助業務

業務遂行状況など  入出金管理（通帳の常時預り）、月次決算報告書の作成（毎月）、会計

帳簿管理（訪問時）、金融機関等の代表者変更手続きの代行（年１回）。 
 現契約下における理事会の開催は、年５～６回。理事会の都度、検討

資料や議事録の作成の事務が生じる。

 総会もまた同じ。

 管理日報のチェック（訪問時）、労働保険の年度更新（労働保険料の

確定申告）の代行、管理員との呑みニケーション（年２回程度）。

 不動産業者からの重要事項照会への対応など（適宜）。

 現契約下における訪問は、月平均２回程度。

 管理員（７０歳台）がしっかりしているため、非常に楽できている。 
 最初の契約も現在の契約も、顧問料は同額。

協力者の有無 無

大規模修繕工事関係の支援歴 有（平成１６年）

顧問契約に対する考え方など  最初の契約時は、誠心誠意・粉骨砕身の精神で何でもやり、将来的に

も安泰な契約先と思われた矢先、ある出来事に端を発した一部の組合

員の恣意によって、呆気なく解約となった。

 その後、管理組合は３人のマンション管理士と契約したが、その全員

がメンタル面を病んで辞任し、６年の歳月を経て顧問に復職した。

 そこまでマンション管理士との契約にこだわる史実からも、顧問契約

の必要性は、組合員の誰しもが認めるところ。

 事務屋の機能を全面的に担っていることで、管理組合役員の負担軽減

に寄与しており、この限りで成果が明らかである。

更新等の状況など  一旦お別れした過去に対して非常に気を遣ってもらっていることが

痛いほどわかり、今は全く危なげない。（雨降って地固まる？）

詳細は次ページ

の表のとおり

このマンション・・・（過去の公表資料から・・・） 
プロナーズ 親泊塾２０１３「顧問業務の費用対効果の検証」 

平成２５年（２０１３年）１１月１５日 ＠平沼記念レストハウス（横浜市中区） 

２．築５４年にして自主管理から委託管理 
に移行するマンションの取り組み 
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Ｂマンションの顧問業務の詳細 

業 務 項 目 

１ 会計管理の補助業務 
・ 通帳、会計帳簿及び証憑類の管理 
・ 月次会計報告書の作成 
・ 未納の管理費等に対する督促書類の素案の作成 
・ 会計担当理事の実務に必要となるアドバイス 
・ 収支決算報告書の素案の作成 
・ 収支予算案の素案の作成 
・ 立替経費の精算事務 
・ 上記に関連した各種の通信事務 

２ 理事会運営の補助業務 
・ 役員または管理員からの相談への対応（通信） 
・ 会議の議題の立案 
・ 開催案内及び検討資料等の素案の作成 
・ 会議への出席及び必要な説明または具申 
・ 議事録の素案の作成 
・ 外部業者等と契約を締結する場合の契約書の案文の精査 
・ 管理組合運営上必要となる文書等の素案の作成 
・ 管理組合運営上必要となる資料等の徴収及び内容の確認 
・ 上記のほか、理事会運営上の助言・指導の一切 
・ 上記に関連した各種の通信事務の代行 

３ 総会運営の補助業務 
・ 議題の立案 
・ 開催通知・出欠票・議案資料（１に含まれる会計関係の資料を除く）の素

案の作成 
・ 出欠票の集計と定足数の確認 
・ 会議への出席及び必要な説明または具申 
・ 議事録の素案の作成 
・ 上記のほか、総会運営上の助言・指導の一切 
・ 上記に関連した各種の通信事務の代行 

４ 管理員の労務管理の補助業務 
・ 管理日報の確認 
・ 労働保険の年度更新手続きの代行 
・ 労働基準監督署・ハローワーク等の諸手続きの代行 
・ 上記に関連した助言・指導の一切 
・ 上記に関連した各種の通信事務の代行 

５ 対外折衝等及び附帯事務の補助業務 
・ 不動産仲介業者等について、重要事項照会への対応など 
・ 共用部分の工事業者等について、見積要項書の素案の作成、見積書の徴収・

発注の依頼等の連絡・調整など 
・ 損害保険会社（保険代理店）について、理事長交替、保険契約更新、保険

金請求等の手続きに必要な書類の作成にかかるアドバイスなど 
・ 銀行について、理事長交替に伴う手続きに必要なアドバイスなど 
・ 上記に関連した助言・指導の一切 
・ 上記に関連した各種の通信事務の代行 
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その後・・・ 

 前々ページのラストから一転、２０１５（平成２７）年度の理事長、副理事

長とそりが合わず、乱心した副理事長がマン管センター、地元自治体、プロ

ナーズ事務局のほか、相当数のマンション管理士有志に対し、顧問マンショ

ン管理士の実名を挙げてクレームや相談の電話・メールを入れまくったり、

さらにマンション管理士有志の事務所へ管理士リプレイスの訪問相談にも

出向いたりする出来事があり、かなり煩わされた。この年、顧問マンション

管理士との顧問契約の更新に関する議案は通常総会に上程されず、２回目の

退任となった。・・・が、年度替わり直後の臨時総会の承認決議に応じてす

ぐに復職し、その後３年ほどは静かな日々が続いた。

 第３回大規模修繕工事が完了した直後、１５年勤務していた管理員から加齢

を理由とする退職の願い出があり、ハローワークでの求人を経て５０歳代の

管理員が着任した。新たな時代の始まりと思われた矢先にコロナ禍に突入し、

前管理員の時代から大切にしてきた管理員との呑みニケーションもままな

らない状況が続くことになった。新管理員は気立てはいいものの、分からな

いことを放置したり、コミュニケーションスキルが今イチであったり、住み

込み管理員としての自覚に欠ける面があった。そうしたことに端を発して、

マンション内では次第に新管理員に対する不満の声が大きくなっていった。 

 コロナの収束直前の時期に、管理員の自主雇用に疲れを覚えた２名の在住組

合員によって委託管理への移行が話し合われていた。その結果、比較的著名

な３０社以上の管理会社に電話をかけまくって管理委託の可否を相談した

ところ、総戸数を伝えるなり軒並みお断り…という状況の中、受託できるか

もしれない旨を回答した会社が３社あったことが理事会に報告された。

 この時点では、この２名の組合員も、管理委託費のリサーチ程度の軽いノリ

であったのかもしれず、また、理事は総じて管理の委託に及び腰で、できれ

ばそんな話は顧問マンション管理士に制止してほしいと思ったかもしれな

いが、たまたま当該２名の組合員が顧問マンション管理士に対して好意的な

方々であった事情もあり、顧問マンション管理士は率先して「委託管理の可

能性を検討するのはいいことです！」・・・と助言し、検討が開始されるこ

とになった。

 このマンションのためにやってあげられることは、やり尽くした感がある。

早晩顧問を退任する日が来るのであれば、この時代に１８戸のマンションの

管理を受託し得るという奇特な管理会社があるのなら、そうした会社の熱が

冷めないうちに後を引き受けてもらうことをもって退任することが最良の

幕引きになると考えられた。（委託できなければ顧問は継続するわけだが…。） 

★重松秀士マンション管理士（プロナーズ理事）の格言

「顧客との信頼関係は永遠ではない！」 
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管理委託に関する見積依頼説明書 兼 要領書 

１．マンションの概要①（物理的状況や権利関係など） 

規約別表第１ 対象物件の表示 

物 件 名 ＊＊＊＊＊＊

敷
地

所 在 地 ＊＊区＊＊＊丁目＊番＊＊－＊＊＊

面  積 ３８５.２５㎡ 
権利関係 所有権

建
物

構 造 等

鉄筋コンクリート造

地上７階  塔屋２階

建築面積    261.540 ㎡ 
延べ面積  1,546.360 ㎡ 

専有部分
住戸戸数 １８戸

延べ面積  1113.98 ㎡ 

附属施設
駐車場施設、自転車置場、ごみ集積所、外灯設備、 
外構設備及び塀、植樹等建物に附属する施設

建築確認年月日 昭和４４年＊月２＊日 第＊＊＊＊号

＜補足＞ 

 竣工年月は１９７０（昭和４５）年９月とされています。（現在築５３年目） 

 専有部分の附属建物に当たる各戸トランクルーム（１８区画）が１階に存在します。 

 前面道路の土地（約＊＊㎡）は＊＊＊＊＊＊の区分所有者の共有に属する私道です

が、用途が公衆用道路のため、管理組合の管理対象物には含まれません。 

規約別表第２ 共用部分の範囲 

１ 風除室、エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、 

エレベーター室、エレベーター機械室、パイプスペース、内外壁、 

界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、 

屋上塔屋等 専有部分に属さない「建物の部分」 

２ オートドア、オートロック設備、エレベーター設備、パッドマウ 

ントほか電気設備、給排水衛生設備（第７条第３項により専有部分 

とされた設備を除く。）、ガス配管設備、避雷設備、集合郵便受箱、 

配線配管、屋上物干し、消火栓等 専有部分に属さない「建物の 

附属物」 

３ 管理員宿舎、管理員室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物等 

「規約共用部分」 
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２．マンションの概要②（管理・運営関係） 

（１）個別性など 

1. 竣工当初のわずかな期間（売主に対する委託期間）を除き、管理事務のうち専門性が

高い設備管理等の業務のみを外注し、理事会・総会の運営、会計管理、管理員の労務

管理等は、基本的に区分所有者の実働で執り行ってきている自主管理マンションです。 
2. ２００３年から、マンション管理士との年間契約により、理事会・総会運営、会計管

理、管理員の労務管理その他の支援を得ています。

3. 理事会の会議は、特別な業務運営等を伴う年度を除いて隔月程度の頻度による開催、

通常総会は毎年３月下旬に開催しています。

4. 個人賠償責任保険（包括契約）を含むマンション総合保険に加入しています。

5. 長期修繕計画は１０年以上見直されていませんが、最新の修繕資金計画に基づく修繕

積立金の積み立ては継続されています。

6. 町内会の加入の主体は、マンション（１棟）で、個々の居住世帯ではありません。

7. オンライン監視等の環境は構築されていません。

（２）管理業務の実施状況など 

1. 事務管理業務

 管理組合の資金は、基本的に同一銀行同一支店内の２つの預金口座を通じた管理費・

修繕積立金の分別管理を行っています。預金口座の通帳と印鑑等の保管状況は次の

とおりです。

通帳 マンション管理士が保管

印鑑 理事長が保管

キャッシュカード 会計担当理事が保管

※インターネットバンキング等の利用はありません

 月次決算と最低限の帳簿・証票管理を徹底しているため、管理会社への管理委託に

あたり、会計業務の円滑な引継ぎに対応することができます。

 理事会や総会の運営は、マンション管理士の支援の下に行っています。

2. 管理員業務

 住み込み管理員を自主雇用して行っています。

＜業務内容＞

①来館者受付

②清掃

③管理組合宛郵便物の収受

④理事長に対する報告・連絡・相談

⑤巡回（適宜）

⑥小口現金管理及び会計管理の補助

⑦管理・運営及び対外折衝の補助

＜就業時間＞ ※特例事業場扱い

月曜日～金曜日 8 時 00 分～17 時 00 分（休憩 12 時 00 分～13 時 00 分） 
土曜日 8 時 00 分～12 時 00 分（休憩なし） 
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＜休日休暇＞

日曜日／国民の祝日／夏季３日・年末年始４日／年次有給休暇

＜特記事項＞

労働保険加入、住居（管理員宿舎）無償提供

労働者都合の退職または雇用者都合の契約終了は、いずれも３ヶ月以上前に予告

3. 清掃業務

① 共用部分等に対する日常清掃（拾い掃き、拭き、床面モップ掛け等）のほか、定期

清掃と位置付けている「エントランス・風除室の床石・目地の保護作業」は、管理

員業務の②清掃に含まれます。

② 「エントランス・風除室の床石目地の保護作業」とは、年１回の頻度で石材床面へ

の保護材、目地保護材の塗装（塗布）を管理員の手作業で行っているものです。

③ ２階より上の館内は、いわゆる中廊下のため、ポリッシャー等の機械を用いた定期

清掃の実施はありません。

4. 建物・設備管理業務

＜実施業務（外注業務）＞

① エレベーター設備点検（メーカー系専門会社／遠隔フルメンテ＆有人点検年４回） 
② 自動ドア設備点検（メーカー系専門会社／年２回）

③ 消防設備点検（年２回／別途：連結送水管耐圧試験）

④ 増圧給水ポンプ設備点検（メーカー系専門会社／年１回）

⑤ 建築設備定期検査報告業務費（非常用照明装置あり／年１回）

⑥ 防火設備定期検査報告業務費（非常用照明装置あり／年１回）

⑦ 特定建築物定期調査（３年ごと）

⑧ 雑排水管高圧洗浄（年１回）

⑨ エントランス廻り植栽剪定（年１回）

３．管理受託に関するお見積の依頼内容 

 下記（１）（２）の仕様によるお見積書の作成と提示をお願いします。

 いずれの仕様の場合にも、管理組合とマンション管理士との契約は存在しないものと

します。

 お見積書は、＊＊＊＊＊＊管理組合宛とし、見積有効期限を明記した押印版（仕様の

別に各１部）を後記７．(仮称)委託管理プレゼンテーションの席で提出して下さい。 

（１）統一仕様 

※基幹事務の包括委託を含む総合管理（全部委託）の仕様

① 理事会・総会の運営支援（マネジメント）の一切は、管理会社のフロントご担当者

によって行われるものとします。

② 管理員の勤務時間や休日は現行（上記）が維持されるものとします。管理員は管理

会社から派遣され、業務の一切は管理会社の指示命令に基づいて行われるものと

します。ただし、現管理員の管理会社への転籍の有無や住み込み方式の継続の有無

などを考慮していただく必要はありません。

③ 清掃業務は共用部分等の現況に対して最良と判断された仕様として下さい。なお、
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今後１ヶ月以内に各階共用廊下床フロアタイルの全面貼替工事が実施されます。

④ 各種設備管理業務が管理委託契約に含まれる場合において、実務担当会社（協力会

社）の選定は、元請の管理会社本位とします。

⑤ 設備の異常等に対するオンラインまたはオンコールに基づく緊急出動業務を必須

業務とします。オンライン監視及び緊急出動環境等の構築（自動通報装置の設置）

のために必要な費用（初期費用）がある場合には、別に明示して下さい。

⑥ 毎月の管理費等の口座振替に要する手数料（１件あたり）の額を明示して下さい。

⑦ 管理組合の会計年度（毎年３月１日から翌年２月末日まで）に対して、通常総会が

３月下旬に開催されています。このスケジュールに難がある場合には、規約の変更

を前提として解決のご提案をお願いします。

⑧ 1.事務管理業務費、2.管理員業務費、3.清掃業務費（日常清掃業務が管理員業務に

含まれる場合共）については、定額委託業務費として月額のご提示をお願いします。

一方、それ以外の委託業務費は、定額委託業務以外の業務と位置付けた提示手法で

も差し支えありません。必要に応じて別に提供するフォームを参考にして下さい。

実際に管理を委託する場合の各業務の仕分け（業務仕様書の作成手法）、委託費の

定額・定額外の取扱いの別などについては、管理委託契約の締結に際して協議する

ものとします。

⑨ その他、お見積条件やお願い事項などはもれなく併記して下さい。

（２）提案仕様 

受託者（管理会社）のお立場から当マンションにとって最適と判断され、かつ、管理

組合にとっても委託の効果がある管理体制及び業務仕様と位置付けられて下さい。

自由な提案で差し支えありませんが、法律の適用がない部分管理の契約や、管理会社

に管理を委託してなお管理組合側に煩わしさが生じる（管理会社のワンストップ対応

にならない）業務仕様などのご提案は、受け容れられないものと理解して下さい。

４．現況調査 

 お見積にあたっては、最低限の現況調査を行って下さい。

 調査時に、管理規約、建物の図面、直近の大規模修繕工事（計画修繕工事）等の修繕

履歴、現在実施されている各種点検等に関する報告書を閲覧することができます。

 また、定期清掃と位置付けている「エントランス・風除室の床石・目地の保護作業」

の保護材を確認していただくこともできます。

 あらかじめ管理室に電話連絡し、所定事項を申し出たうえ、調査を行うこととします。 
① 調査期間：本書受領後、２０２３年３月３日（金）まで

時間帯は 9:30～11:30 頃または 13:30～15:30 頃 
② 受  付：管理室（担当：＊＊管理員） ０３－３＊＊＊－＊＊＊＊

③ 申出事項：調査希望日時（予定所要時間を含む）・調査担当者人数・責任者名

④ 注意事項

 調査者は腕章またはＩＤカードを用意して調査中、着用して下さい。

 現況調査において、専有部分内への立ち入りのほか、管理員や管理組合関係者に

対する質問等は、不可とします。
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 閲覧の対象物について、写真撮影や書取りは可、貸出しや持出し、コピーは不可

とします。

５．管理委託契約の締結予定時期 

  複数の会社のご提案を参考にして十分に検討させていただき、実際に管理を委託する

ことを内定した場合には、ご提案会社との継続的な打ち合わせと管理組合の総会の決議

（規約変更共）を経て、最短２０２４年４月以降の契約締結となります。

  このようなスケジュールになる関係から、お見積金額については、令和５年度の東京都

最低賃金の改正等も見込んだところで提示して下さい。

６．質疑応答 

期間中の質疑対応の要領は、下記のとおりとします。 

(1) 受 付 先：親泊マンション管理士事務所 親泊 哲（ｵﾔﾄﾞﾏﾘ ｻﾄﾙ） 

(2) 受付方法：電子メールに限る ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  s-mankan@jt9.so-net.ne.jp 

(3) 受付期限：２０２３年３月３日(金)まで 

(4) 回答方法：電子メールの返信による各社共通回答 

(5) 回答期日：同３月１０日(金)  

(6) 留意事項： 

・すべての質問に回答できるわけではありません 

・質疑事項がない場合にも、その旨を連絡して下さい 

７．(仮称) 委託管理プレゼンテーション 

日時：２０２３年３月２６日(日) １４時３０分～１７時００分の間で４０分程度

場所：＊＊＊＊＊＊１階エントランスホール

＜ご留意事項＞

 プレゼンテーションは質疑応答の時間を含めて４０分を予定しています。来訪時間

（開始時間共）は共通質疑回答書の送信時に連絡します。

 配付資料中に、「統一仕様」「提案仕様」の別に見積金額（内訳共）を記載して下さい。

 配付資料は２０部のご用意をお願いします。資料のボリュームによっては、前日午前

必着の管理室宛の宅配便等で事前に送付していただいてもけっこうです。

８．その他 

 本書配付後、プレゼンテーション当日までの間、管理組合側の連絡窓口は親泊マンシ

ョン管理士事務所（親泊哲）に一本化し、期間中の見積者との事務連絡は、本書送信

先の営業ご担当者とのメール連絡で行います。ご担当者が変更となる場合には、必ず

その旨ご連絡をお願いします。また、ご担当者以外の方からのメールの代理送信等は

ご遠慮下さるようにお願いします。

 見積書の作成及び提出に関わる費用、プレゼンテーションへの出席に関わる費用は、

すべて見積者の負担とします。

以上
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■定額委託業務費用内訳

月額

■見積に基づく管理費等の口座振替に要する手数料（１件あたり）の額（税込） １．指定銀行等

２．前記以外

■定額委託業務以外の業務の費用（または都度提案業務費）

　 特定建築物定期調査業務費（１回／３年）

   雑排水管洗浄作業（１回／年）

※上記　三（２）や四（３）～（８）の各業務を定額委託業務としない場合には適宜本欄に転記

※このフォームに準じて積算することが必須なのではありません。あくまで参考です。

　　（１） 日常清掃

　　（２） エントランス・風除室の床石・目地の保護作業（日常清掃に含めることも可）

【参考】　　＊＊＊＊＊＊管理組合　見積書フォーム

会社名

（単位：円）

業　 　 務  　　項  　　目 年額

一　事務管理業務費

　　（１） 会計管理

　　（２） 管理運営マネジメント等

二　管理員業務費

五　管理報酬（管理手数料などを別途計上する場合）

　　（９） その他の費用

　　（８） エントランス廻り植栽剪定業務

三　清掃業務費

（単位：円）

0

0

　（単位：円）

0

四　建物・設備管理業務

　　（１） 緊急対応業務費

　　（２） エレベーター設備点検業務費

　　（３） 自動ドア設備点検業務費

　　（４） 消防設備点検業務費

0

消　　  費　　　税（10％）

総　　　　  合　　　　　計

合　　　　　　　　　　　 計

端　数　調　整　な　ど

　　（７） 防火設備定期検査報告業務費

　　（５） 増圧給水ポンプ設備点検業務費

　　（６） 建築設備定期検査報告業務費

合　　　　　　　　　　　 計
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現況調査受付・管理チェックシート（調査期限日：２０２３年３月３日） 

電 話 受 付 調 査 当 日

会社名（営業担当者名） 申 出 日 調査希望日時 予定所要時間
予定

人数
責任者名 調査来訪日時

来訪

人数

実際に
閲覧したもの

調査所要時間

サニーライフ 

（＊＊様） 
月  日

月  日

時 分
時間程度 人

月  日

  時 分
人

1 管理規約 
2  建物図面 
3  修繕履歴 
4  点検報告 

時間 分

あなぶきハウジングサービス 

（＊＊様） 
月  日 月  日

時 分
時間程度 人

月  日

  時 分
人

1 管理規約 
2  建物図面 
3  修繕履歴 
4  点検報告 

時間 分

ライフポート西洋 

（＊＊様） 
月  日

月  日

時 分
時間程度 人

月  日

  時 分
人

1 管理規約 
2  建物図面 
3  修繕履歴 
4  点検報告 

時間 分

■現況調査のルール（上記各社に伝えていること）
 お見積にあたっては、最低限の現況調査を行って下さい。

 調査時に、管理規約、建物の図面、直近の大規模修繕工事（計画修繕工事）等の修繕履歴、現在実施されている各種点検等に関する報告書を閲覧する

ことができます。また、定期清掃と位置付けている「エントランス・風除室の床石・目地の保護作業」の保護材を確認していただくこともできます。 
 あらかじめ管理室に電話連絡し、所定事項を申し出たうえ、調査を行うこととします。

① 調査期間：本書受領後、２０２３年３月３日（金）までの平日

時間帯は 9:30～11:30 頃または 13:30～15:30 頃（最遅 16:30 には退館するスケジュールでお願いします） 
② 受  付：管理室（担当：＊＊管理員） ０３－３＊＊＊－＊＊＊＊

③ 申出事項：調査希望日時（予定所要時間を含む）・調査担当者予定人数・責任者名

④ 注意事項

 調査者は腕章またはＩＤカードを用意して調査中、着用して下さい。

 現況調査において、専有部分内への立ち入りのほか、管理員・管理組合関係者に対する質問等は不可とします。

 閲覧の対象物について、写真撮影や書取りは可、貸出しや持出し、コピーは不可とします。

■上記期限経過後に本書を下記へＦＡＸして下さい
親泊マンション管理士事務所
ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０
ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４

管理室日程管理用 

※各社来訪者の目に触れないように保管すること 

2
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令和５年３月９日 

各社様 

＊＊＊＊＊＊管理組合 

（事務代行） 

親泊マンション管理士事務所 

マンション管理士 親泊 哲 

質 疑 回 答 書 

＊＊＊＊＊＊の管理委託のお見積に際する各社質疑に対して下記のとおりに回答します。 

№ 質   疑   事   項 回   答   欄 

１ 現在勤務されている管理員の転籍及び住込み

管理員業務はお受けしておりません。 

その場合でも御見積提出の対象となります

か。 

 ご質問の意味が不明です。 

 管理委託に関する見積依頼説明書兼要領書

（以下「説明・要領書」）３．(1)②に記載の

とおり、管理員が管理会社から派遣され、業

務の一切が管理会社の指示命令に基づいて

行われる前提で、現管理員の管理会社への

転籍の有無や住み込み方式の継続の有無な

どを考慮していただく必要はありません。 

２ 管理員業務について、 

祝日や年末年始等の管理員休日に該当する日

がごみ収集日となる場合、管理員の出勤はど

の様に対応すれば宜しいでしょうか（ごみ出

し対応のみ出勤、通常出勤、出勤不要 等） 

 ごみ収集日と重なる場合、「ごみ出し対応の

み出勤」として下さい。 

３ 共用廊下床フロアタイル貼替後の材質は既存

と同等と考えて宜しいでしょうか 

 共用廊下床フロアタイル貼替工事で施工さ

れる床材は、サンゲツ フロアタイル IS-

1028 砂岩です。末尾の連絡事項も併せて参

照して下さい。 

４ 直近、3年の漏水事故はございますか？ 

漏水事故がある場合、件数及びそれぞれの漏

水原因を教えてください。 

（外壁、共用給水管、共用排水管、専有給水・

給湯管、専有排水管 等） 

水をこぼしてしまった等の人為的な事故件数

は不要です。 

 専有部分内の給水管（専用管）からの漏水が

２件発生しています。いずれも配管の経年

劣化に起因した漏水です。 

５ 共用給水管及び共用排水管の更新について 

更新した部分及び時期を教えください 

共用給水管（２００１年） 

直結化に伴う配管更新工事として、増圧ポ

ンプ～館内引き込み～各階ＰＳを経由して

各戸玄関扉上部までの更新。 

共用排水管（２００４年） 

堅主管３系統の更新。 

６ 管理費等の 3 ヵ月以上の長期滞納はございま

すか。 

長期滞納がある場合、件数及び期間を教えて

ください。 

 ３ヶ月以上の長期滞納はごく稀に発生する

程度です。 

７ 耐震診断は実施されておりますか。 

実施されている場合、その結果及び改修状況

を教えてください。 

 実施歴はありません。 
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８ 直近、3年間の通常・総会において、出席状況

(議決権数及び委任状含む)を教えてくださ

い。 

①令和２年３月

組合員総数 17人 議決権総数 18個

出席組合員数 16人 この議決権の数 17個

（参考：議場出席組合員 15人）

②令和３年３月

組合員総数 17人 議決権総数 18個

出席組合員数 17人 この議決権の数 18個

（参考：議場出席組合員 16人）

③令和４年３月

組合員総数 17人 議決権総数 18個

出席組合員数 17人 この議決権の数 18個

（参考：議場出席組合員 13人）

９ 非居住の組合員の割合を教えてください。  １７分の４です。 

10 清掃について 

1. エントランスに保護材を塗布する前に洗

浄等はしているか？

2. 作業車両の敷地内駐車は可能か？

3. パイプスペース内の電源使用可能か？（各

階廊下を洗浄する場合）

4. 廊下を張り替える場合、使用する床材は何

か？（ワックス塗布が必要かどうか）

 以下のとおりです。 

1. 洗浄は入念な水拭き程度です。

2. 事前の予約により№５区画に駐車してい

ただくことができます。

3. 可能です。

4. 床材は質疑№３を参照して下さい。今回の

貼替工事の施工会社からもワックス塗布

を勧められているため、工事完了後に一度

実施する予定です。

11 植栽について 

・今の業者直接契約の対応は可能か？（見積項

目から除外） 

 連絡調整等が管理会社によって行われる前

提で可能です。 

12 ・各階廊下のワックスがけはされているでし

ょうか？ 

 従来の床材に対しては年１回程度行われて

いました。 

13 見積書の提出は何時までにどの様に提出すれ

ば宜しいでしょうか。プレゼンテーション当

日で宜しいでしょうか。事前に親泊様にご提

出した方が良いでしょうか。 

 お見積書のご提出の要領は、管理委託に関

する説明書兼要領書３ページ「３．管理受託

に関するお見積の依頼内容」の冒頭３ポツ

目に記載のとおりです。 

 プレゼン当日の終了後に現物を提出してい

ただければよく、あらかじめ提出していた

だく必要はありません。 

14 機械警備を入れるということですが、管理室

内への入室は可能でしょうか？ 

 ご質問の「管理室への入室」とは、その節の

一次対応業者による入室と理解しました。 

 共用部マスターキーの貸与、またはキーボ

ックスの設置によって可能です。 

 現在、エレベーターメンテの三菱電機ビル

ソリューションが外構部にキーボックスを

設置しているようです。 

＜連絡事項＞ 本書受領後の現況調査の要領 

再現況調査が必要な場合のルールは、説明・要領書４．現況調査４ポツ目①の一部を次のとお

りに読み替えるものとします。 

①調査期間：本書受領後、２０２３年３月２４日(金)まで

以上
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令和５年３月１０日

＊＊＊＊＊＊管理組合

組合員各位

＊＊＊＊＊＊管理組合

理事長 ＊＊ ＊＊

委託管理プレゼンテーション開催のお知らせ

平素より管理組合の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和４年度の理事会議事録(写)の配付を通じて周知していたとおり、コロナ

禍で社会情勢が変化したことに伴って自主管理マンションの苦労話などを耳にする

ようになっていることや、将来の当マンションの管理方式について管理会社への委託

も選択肢となり得ることが近年の総会でたびたび話題にのぼっていた経緯を踏まえ、

組合員有志の協力を得て管理委託に関する検討を鋭意執り進めてまいりました。

そのうえで、今後の具体化に向けたステップとして、実際に当マンションの管理を

管理会社に委託した場合の利害得失を価格・品質の両面から検証するための基礎資料

を得るため、このたび令和５年度通常総会の開会前の時間を利用し、協力会社となっ

てくれた管理会社３社によるプレゼンテーション（各社４０分程度）を後記の要領で

開催致します。

つきましては、ご多用中のこととは存じますが、令和５年度管理組合の事業計画と

して、管理会社への委託を検討し提案する事業を実施するかどうかを判断するための

貴重な機会になるとともに、近い将来に管理を委託するかもしれない会社との出会い

の機会にもなりますので、ぜひ多くの各位のご出席を賜りますよう、案内を申し上げ

ます。

記

会 名  委託管理プレゼンテーション 

日 時  令和５年３月２６日（日）１４時３０分から 

場 所  ＊＊＊＊＊＊１階エントランスホール 

時間割  進行等の説明 １４時３０分～１４時３５分 

Ａ社プレゼン １４時４０分～１５時２０分 

Ｂ社プレゼン １５時２５分～１６時０５分 

Ｃ社プレゼン １６時１０分～１６時５０分 

備 考  終了後１７時００分より令和５年度通常総会を開催 

＜連絡事項＞ 
1. 本書中では各社を匿名（Ａ～Ｃ）で表示していますが、当日には当然、各社の名称が明ら

かになります。 
2. 各社に対しては、当マンションの現行の管理体制に基づく管理委託を前提とした「統一

仕様」と、各社が当マンションにとって最良の管理と考える「提案仕様」の２通りの見積
金額の提示のほか、業務品質の充足その他に関する説明を依頼しています。 

3. 本プレゼンテーションで得られた結果に基づき、終了後に開催する令和５年度通常総会
の第３号議案（その２）において、令和５年度事業計画として管理会社への委託の検討と
提案を実施するかどうかの承認または不承認を審議（協議）します。 

4. 出席される場合のマスクの着用は、各自の判断と致します。

以上
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第２号議案 マンション管理士との顧問契約の更新の承認に関する件

マンション管理士親泊 哲氏との契約が令和５年３月３１日で満了するため、

従前と同一条件で契約を更新することについて承認願います。

契約期間 ： 令和５年４月１日～令和６年３月３１日

顧 問 料 ： 月額６０，０００円（税別）

※交通費や印刷代等の経費は別途

第３号議案（その１） 令和５年度事業計画案の承認に関する件 

以下に記載の令和５年度の事業計画案について承認願います。

Ⅰ 管理運営関係

（１）新旧理事長及び理事による引継ぎ

（２）マンション管理士との顧問契約の締結

（３）月次決算の実施

（４）管理員の労働保険の年度更新

（５）共用部分等の火災保険契約の更新

Ⅱ 建物の維持保全関係

（１）エレベーター保守点検（年４回）

（２）消防設備点検（機器点検・総合点検）

（３）建築設備定期検査（年１回／法定検査）

（４）防火設備定期検査（年１回／法定調査）

（５）自動ドア点検（年２回）

（６）増圧給水ポンプ点検（年１回）

（７）雑排水管高圧洗浄作業（年１回）

（８）エントランス・風除室の床石目地の保護等

（９）防犯カメラシステムの更新計画（更新期：令和６年５月１日）

（10）その他必要性が認められる経年に対応した修繕または保守 

第３号議案（その２） 令和５年度事業計画案に「管理委託に関する
検討と提案」を含めることの承認に関する件 

 前号議案の承認に基づく令和５年度事業計画案に「管理委託に関する検討と

提案」を含めることについて承認願います。 

＜審議参考資料等＞ 

 令和４年度理事会議事録（第５回～第７回） 

 本総会前に開催される管理会社プレゼンテーションの内容及び配付資料 

第４号議案 令和５年度収支予算案の承認に関する件 

次ページ以下に記載の令和５年度の収支予算案について承認願います。 
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第３号議案（その２） 令和５年度事業計画案に「管理委託に関する検討と提案」 

を含めることの承認に関する件 

顧問マンション管理士から、本総会に先立って開催した委託管理プレゼンテ

ーションで各社から提示された管理委託費の見積金額その他の費用等を一覧に

まとめた資料の配付があった。

続いて、議案説明書に基づき、前号議案で承認された令和５年度＊＊＊＊＊＊

管理組合の事業計画案に「管理委託に関する検討と提案」を含めることの説明が

なされた。

特に、当管理組合の管理費会計の収支の実状から、仮に管理会社に管理を委託

する場合に支出し得る管理委託費の額は、年額５３０万円程度と試算され、各社

から提示された見積金額のうち最も安価な株式会社サニーライフの提案仕様を

受け入れるとしても、収入額が変わらないことを前提とした単純試算の限りで、

約６０万円の支出オーバーとなり、実際に管理を委託するにあたっては、管理員

の勤務時間を現在より短縮することなど、何らかの合理化が求められると考え

られることや、政府から示されている近未来の最低賃金の改正方針（全国平均額

で 1,000 円まで引き上げること）との関係では、委託した直後から管理委託費

の値上げがあり得ることも織り込む必要があることなどの補足があった。

並行して、委託管理の検討を令和４年度理事会に提案した複数の組合員から、

提案の経緯や理由などの説明があった。

引き続き出席組合員間で協議し、①各社の管理委託費の見積金額を通じて、こ

れまでの自主管理が安価な方法であることが分かった、②中古マンションの市

場では相対的に自主管理より委託管理の方が評価は高いと思われる、③管理を

委託した以降にも役員の選任や理事会の運営が求められる点で、委託管理のメ

リットを判断しかねる、などの意見があった。

また、顧問マンション管理士から、①管理委託の検討は受託してもらえる管理

会社（相手）があって初めて可能になるものである、②本議案が承認された節に

は、３社のうちの一社に対する委託を前提とし、当該社をパートナーとして移行

に向けて管理業務仕様と委託費の調整や規約改定等の具体的検討を行っていく

スケジュールになると予想される、③ここにおいて管理組合側の意思がはっき

りしないために相手に辞退されてしまうようなことがないように、これらの検

討と提案は、委託管理の開始予定日を設定し、そこから逆算したメリハリのある

スケジュールと計画性の下に行われなければならない、などの助言があった。

さらに協議を重ねた結果、現時点では委託管理の利害得失等が判然としない

ものの、最終的には、先々管理委託費の値上げがあろうとも、管理組合としてそ

れを負担して行くだけの価値がある（委託管理のメリットがデメリットを補い

得る）と組合員の総意で判断されることによって実現する関係にあるのであり、

その利害得失等を次年度理事会で検証し、その検証結果に基づく提案に対して

改めて総会で審議を尽くし、当マンションの管理の方向性を決めることには意

義があると考えられることについて、概ね出席組合員の見解が一致した。

以上により議長が承認を諮ったところ、賛成多数で承認された。（議決の結果

は下表のとおり）

第３号議案（その２） 賛成議決権数 反対議決権数 

①議場に出席した組合員 ８  ０ 
②委任状を提出した組合員  ４  ０ 
③書面で議決権を行使した組合員  ４  １ 
合 計 １６  １ 
議 決 に 必 要 と な る 定 数 ９ 

通常総会議事録の抜粋 
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【付記】委託管理プレゼンテーションの概要について

１．㈱サニーライフ

統一仕様 月額 525,250 円 年額 6,303,000 円 
提案仕様 月額 494,450 円 年額 5,933,400 円 
オンライン監視環境構築の初期費用 50,000 円 
＜特記事項または印象など＞

 向かいのマンション「＊＊＊＊＊＊」の管理会社でもある。

 小規模マンション専門の管理会社とＰＲしているとおり、３社中で唯一、統一仕様の見積金

額の提示があったことをはじめ、提案の内容と当マンション側の要求が概ね一致している。 
 植栽剪定についてのみ、管理組合による直接発注とする条件が付されている。

 提案仕様を受け入れても支出オーバーとなる課題がクリアされる前提で、管理を委託できる

唯一の管理会社と考えられた。

２．㈱ライフポート西洋

統一仕様 ※提示なし

提案仕様 月額 625,900 円 年額 7,510,800 円 
オンライン監視環境構築の初期費用 0 円 
＜特記事項または印象など＞

 管理委託にあたって必要な規約の変更点を具体的に指摘してくれたことを除き、形式的な説

明であった。

 見積金額が今後の協議で歩み寄れるような額とは思えないほど高い点で、この会社に管理を

委託する可能性はないと考えられた。

３．㈱あなぶきハウジングサービス

統一仕様 ※提示なし

提案仕様 月額 535,150 円 年額 6,421,800 円 
オンライン監視環境構築の初期費用 15,000 円 

＜特記事項または印象など＞

 提示金額は一見安価に映るが、管理会社担当者の理事会出席が「オンラインで年２回に限る

（リアル出席は別途 15,000 円／回）」という条件が付されていることなど、省力化という大

義名分の前に本来マンション管理に求められるものがおろそかになっている感を否めないほ

か、自社本位な条件が多い。

 会議運営を大切にしてきた当マンション側の要求と相容れない部分が多い点で、金額にかか

わらず、この会社に管理を委託する可能性はないと考えられた。

注１）記載順はプレゼンテーションの順番である。

注２）用語と金額

統一仕様 … 当マンションの現行管理体制に基づく委託管理の仕様（税込額）

提案仕様 … 各社が当マンションにとって最良の委託と考える仕様（税込額）

オンライン監視環境構築の初期費用（税別額）

… 火災警報の発報や設備の不具合の異常信号を管理会社または一次対応者の警備会社等

に伝送するための装置の新設と、これに伴う回線工事等の費用

以上
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令和５年４月３日

株式会社サニーライフ

＊＊＊＊様

＊＊＊＊＊＊管理組合 

理事長  ＊＊ ＊＊ 

（押印省略）

パートナー会社に指名のお知らせとご協力のお願い 

陽春の候 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

去る３月２６日には、日曜日にもかかわらず、当管理組合の依頼に基づく委託

管理プレゼンテーションにご出席下さり、誠にありがとうございました。

当日までのご準備とご尽力に感謝申し上げます。

本日開催した理事会で検討した結果、当管理組合では、貴社をパートナー会社

として、自主管理から委託管理への移行を具体的に検討し、総会に提案するまで

の事業の実施要領等を決議致しました。

移行に際する課題がいくつかありますが、貴社のご協力を賜りながらひとつ

ひとつをクリアし、当マンションにとって最良と言える貴社に対する委託管理

を最短の総会に提案致したく存じます。

また、理事会では最善を尽くして検討にあたってまいりますが、万一、総会の

承認が得られない場合もあり得ることをご承知おき願います。

つきましては、以上のことにつきご検討下さり、ご承諾をいただける節には、

下記宛にその旨をお知らせ下さいましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

■本書に関する連絡先

（＊＊＊＊＊＊管理組合 事務代行）

親泊マンション管理士事務所
マンション管理士 親泊 哲

〒194-0013 
東京都町田市原町田４－１９－１２－１３０１ 

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 
ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 
携帯電話 ０９０－６５３７－０４２６ 

 mail  s-mankan@jt9.so-net.ne.jp
http://www.oyadomari-mankan.com/ 

29



30



31



32



33



34



■収入の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理費収入 6,558,120 6,558,120 546,510円×12ヶ月

契約車両駐車場収入 840,000 840,000 35,000円×2台×12ヶ月

来客用駐車場収入 13,200 12,000 前年並み

駐輪場収入 46,454 48,000 1,000円×4台×12ヶ月

協力金収入 36,000 0 ※0円を想定

受取利息 36 0 ※0円を想定

Ｂフレッツ電力使用料収入 13,512 13,512 インターネット設備設置電気料（契約額）

光ファイバー設置料金 12,120 12,120 インターネット設備設置電気料（契約額）

雑収入 330 0
収入合計 7,519,772 7,483,752

■支出の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理委託費 5,590,200 定額委託業務費（緊急対応業務費を含む）

管理員人件費 2,643,342
福利厚生費 36,561
エレベーター保守費 686,400
消防設備点検費 99,000
自動ドアメンテナンス費 79,200
増圧ポンプ保守点検費 66,000
建築設備定期検査 41,690
防火設備定期調査費 58,630
支払手数料 - 34,320 管理費等の口座振替手数料（月額95円×20戸＋700円）

特定建築物定期調査費 0 28,000 81,400円（3年に1回）→年額約28,000円

排水管清掃費 176,000 110,000 管理会社指定業者による実施

ケーブルテレビ接続料 166,320 166,320 13,860円×12ヶ月

通信費 96,217 96,000 管理室電話代（ネット接続を含む）、郵便代等

水道光熱費 547,975 700,000 電気代（電灯・動力・管理員宿舎）、水道代

消耗品費 27,076 40,000 清掃資材、複合機トナー、文具ほか消耗品費

旅費交通費 10,280 0
修繕費 88,000 300,000 経常的な修繕工事

防犯カメラ賃借料 119,232 119,232
寄付金町会費 21,600 21,600 町会費（年額）

備品費 0 30,000 共用備品購入

書籍・研修費 5,230 5,230 マンション管理センター会費（機関誌購読料）等

損害保険料 480,010 473,830 マンション総合保険更新（令和5年度と同額を想定）

マンション管理士顧問料 792,000 0
雑費 9,279 20,000 振込手数料、管理組合運営費その他

予備費 0 0
支出合計 6,250,042 7,734,732

■剰余金の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
当期剰余金 1,269,730 -250,980
前期繰越剰余金 2,520,037
修繕積立金会計への繰入 -2,000,000
次期繰越剰余金 1,789,767

★管理員勤務スケジュール

管　理　費　会　計

① 管理員「火曜日休み」仕様の収支試算案

（令和◇年３月１日～令和◇年２月２８日）

9,936円×12ヶ月（令和6年度に同額で更新できることを想定）

これらの費用（連結送水管耐圧試験費を
除く）のほか、緊急対応業務費が定額委
託業務費に含まれる

月・水・木・金・土 8時00分～17時00分 （休憩1時間）

火・日・祝・祭 休み

35



■収入の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理費収入 6,558,120 6,558,120 546,510円×12ヶ月

契約車両駐車場収入 840,000 840,000 35,000円×2台×12ヶ月

来客用駐車場収入 13,200 12,000 前年並み

駐輪場収入 46,454 48,000 1,000円×4台×12ヶ月

協力金収入 36,000 0 ※0円を想定

受取利息 36 0 ※0円を想定

Ｂフレッツ電力使用料収入 13,512 13,512 インターネット設備設置電気料（契約額）

光ファイバー設置料金 12,120 12,120 インターネット設備設置電気料（契約額）

雑収入 330 0
収入合計 7,519,772 7,483,752

■支出の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理委託費 4,903,800 定額委託業務費（緊急対応業務費を含む）

管理員人件費 2,643,342
福利厚生費 36,561
エレベーター保守費 686,400
消防設備点検費 99,000
自動ドアメンテナンス費 79,200
増圧ポンプ保守点検費 66,000
建築設備定期検査 41,690
防火設備定期調査費 58,630
支払手数料 - 34,320 管理費等の口座振替手数料（月額95円×20戸＋700円）

特定建築物定期調査費 0 28,000 81,400円（3年に1回）→年額約28,000円

排水管清掃費 176,000 110,000 管理会社指定業者による実施

ケーブルテレビ接続料 166,320 166,320 13,860円×12ヶ月

通信費 96,217 96,000 管理室電話代（ネット接続を含む）、郵便代等

水道光熱費 547,975 700,000 電気代（電灯・動力・管理員宿舎）、水道代

消耗品費 27,076 40,000 清掃資材、複合機トナー、文具ほか消耗品費

旅費交通費 10,280 0
修繕費 88,000 300,000 経常的な修繕工事

防犯カメラ賃借料 119,232 119,232
寄付金町会費 21,600 21,600 町会費（年額）

備品費 0 30,000 共用備品購入

書籍・研修費 5,230 5,230 マンション管理センター会費（機関誌購読料）等

損害保険料 480,010 473,830 マンション総合保険更新（令和5年度と同額を想定）

マンション管理士顧問料 792,000 0
雑費 9,279 20,000 振込手数料、管理組合運営費その他

予備費 0 0
支出合計 6,250,042 7,048,332

■剰余金の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
当期剰余金 1,269,730 435,420
前期繰越剰余金 2,520,037
修繕積立金会計への繰入 -2,000,000
次期繰越剰余金 1,789,767

★管理員勤務スケジュール

管　理　費　会　計

② 管理員「時短8時～15時＋火曜日休み」仕様の収支試算案

（令和◇年３月１日～令和◇年２月２８日）

9,936円×12ヶ月（令和6年度に同額で更新できることを想定）

これらの費用（連結送水管耐圧試験費を
除く）のほか、緊急対応業務費が定額委
託業務費に含まれる

月・水・木・金・土 8時00分～15時00分 （休憩1時間）

火・日・祝・祭 休み
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■収入の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理費収入 6,558,120 6,558,120 546,510円×12ヶ月

契約車両駐車場収入 840,000 840,000 35,000円×2台×12ヶ月

来客用駐車場収入 13,200 12,000 前年並み

駐輪場収入 46,454 48,000 1,000円×4台×12ヶ月

協力金収入 36,000 0 ※0円を想定

受取利息 36 0 ※0円を想定

Ｂフレッツ電力使用料収入 13,512 13,512 インターネット設備設置電気料（契約額）

光ファイバー設置料金 12,120 12,120 インターネット設備設置電気料（契約額）

雑収入 330 0
収入合計 7,519,772 7,483,752

■支出の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理委託費 5,326,200 定額委託業務費（緊急対応業務費を含む）

管理員人件費 2,643,342
福利厚生費 36,561
エレベーター保守費 686,400
消防設備点検費 99,000
自動ドアメンテナンス費 79,200
増圧ポンプ保守点検費 66,000
建築設備定期検査 41,690
防火設備定期調査費 58,630
支払手数料 - 34,320 管理費等の口座振替手数料（月額95円×20戸＋700円）

特定建築物定期調査費 0 28,000 81,400円（3年に1回）→年額約28,000円

排水管清掃費 176,000 110,000 管理会社指定業者による実施

ケーブルテレビ接続料 166,320 166,320 13,860円×12ヶ月

通信費 96,217 96,000 管理室電話代（ネット接続を含む）、郵便代等

水道光熱費 547,975 700,000 電気代（電灯・動力・管理員宿舎）、水道代

消耗品費 27,076 40,000 清掃資材、複合機トナー、文具ほか消耗品費

旅費交通費 10,280 0
修繕費 88,000 300,000 経常的な修繕工事

防犯カメラ賃借料 119,232 119,232
寄付金町会費 21,600 21,600 町会費（年額）

備品費 0 30,000 共用備品購入

書籍・研修費 5,230 5,230 マンション管理センター会費（機関誌購読料）等

損害保険料 480,010 473,830 マンション総合保険更新（令和5年度と同額を想定）

マンション管理士顧問料 792,000 0
雑費 9,279 20,000 振込手数料、管理組合運営費その他

予備費 0 0
支出合計 6,250,042 7,470,732

■剰余金の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
当期剰余金 1,269,730 13,020
前期繰越剰余金 2,520,037
修繕積立金会計への繰入 -2,000,000
次期繰越剰余金 1,789,767

★管理員勤務スケジュール

管　理　費　会　計

③ 管理員「火曜日休み＋平日・土曜日同等」仕様の収支試算案

（令和◇年３月１日～令和◇年２月２８日）

9,936円×12ヶ月（令和6年度に同額で更新できることを想定）

これらの費用（連結送水管耐圧試験費を
除く）のほか、緊急対応業務費が定額委
託業務費に含まれる

月・水・木・金 8時00分～17時00分 （休憩1時間）

土 8時00分～12時00分 （休憩なし） 火・日・祝・祭 休み
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■収入の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理費収入 6,558,120 6,558,120 546,510円×12ヶ月

契約車両駐車場収入 840,000 840,000 35,000円×2台×12ヶ月

来客用駐車場収入 13,200 12,000 前年並み

駐輪場収入 46,454 48,000 1,000円×4台×12ヶ月

協力金収入 36,000 0 ※0円を想定

受取利息 36 0 ※0円を想定

Ｂフレッツ電力使用料収入 13,512 13,512 インターネット設備設置電気料（契約額）

光ファイバー設置料金 12,120 12,120 インターネット設備設置電気料（契約額）

雑収入 330 0
収入合計 7,519,772 7,483,752

■支出の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
管理委託費 4,877,400 定額委託業務費（緊急対応業務費を含む）

管理員人件費 2,643,342
福利厚生費 36,561
エレベーター保守費 686,400
消防設備点検費 99,000
自動ドアメンテナンス費 79,200
増圧ポンプ保守点検費 66,000
建築設備定期検査 41,690
防火設備定期調査費 58,630
支払手数料 - 34,320 管理費等の口座振替手数料（月額95円×20戸＋700円）

特定建築物定期調査費 0 28,000 81,400円（3年に1回）→年額約28,000円

排水管清掃費 176,000 110,000 管理会社指定業者による実施

ケーブルテレビ接続料 166,320 166,320 13,860円×12ヶ月

通信費 96,217 96,000 管理室電話代（ネット接続を含む）、郵便代等

水道光熱費 547,975 700,000 電気代（電灯・動力・管理員宿舎）、水道代

消耗品費 27,076 40,000 清掃資材、複合機トナー、文具ほか消耗品費

旅費交通費 10,280 0
修繕費 88,000 300,000 経常的な修繕工事

防犯カメラ賃借料 119,232 119,232
寄付金町会費 21,600 21,600 町会費（年額）

備品費 0 30,000 共用備品購入

書籍・研修費 5,230 5,230 マンション管理センター会費（機関誌購読料）等

損害保険料 480,010 473,830 マンション総合保険更新（令和5年度と同額を想定）

マンション管理士顧問料 792,000 0
雑費 9,279 20,000 振込手数料、管理組合運営費その他

予備費 0 0
支出合計 6,250,042 7,021,932

■剰余金の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 ６年度予算案 摘要
当期剰余金 1,269,730 461,820
前期繰越剰余金 2,520,037
修繕積立金会計への繰入 -2,000,000
次期繰越剰余金 1,789,767

★管理員勤務スケジュール

管　理　費　会　計

④ 管理員「時短8時～15時＋火曜日休み＋土曜日同等」仕様の収支試算案

（令和◇年３月１日～令和◇年２月２８日）

9,936円×12ヶ月（令和6年度に同額で更新できることを想定）

これらの費用（連結送水管耐圧試験費を
除く）のほか、緊急対応業務費が定額委
託業務費に含まれる

月・水・木・金 8時00分～15時00分 （休憩1時間）

土 8時00分～12時00分 （休憩なし） 火・日・祝・祭 休み
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令和５年９月１日

＊＊＊＊＊＊管理組合

組合員各位

＊＊＊＊＊＊管理組合

理事長 ＊＊ ＊＊

令和５年度事業計画「管理委託に関する検討と提案」の中間報告 

平素は、管理組合の運営につきご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和５年度理事会では、本年３月の通常総会の承認と付託に基づき、第１回理事会

で株式会社サニーライフをパートナー会社に指名し、同社に対する委託を前提とした標記の

検討を鋭意執り進めています。

検討経過については、毎回の理事会議事録(写)の配付を通じて確認していただいていると

おりですが、本日開催した第３回理事会で、委託管理への移行計画案がほぼ固まるに至りま

した。

ここまでの検討を通じて、委託管理への移行については、①管理員の雇用や教育、労務管

理の負担がなくなる、②会計業務（特に毎月の管理経費の支払い）の実働がなくなる、③自

主管理より委託管理の方がマンション管理のグレードは高いと考えられる、などのメリット

が、管理経費が増加するというデメリットを十分に補えるものになると考えられ、このうえ

自主管理の継続を選択する余地はほとんどないと思われます。

また、委託管理の検討を令和４年度理事会に提案した複数の組合員が相当数の管理会社に

当マンションの管理委託の可否を相談するも、総戸数を伝えるなり軒並み断られた経過は、

ご承知のとおりであることからも、引き受けてくれる管理会社があるうちに、時機を失する

ことなく移行することが有用と考えられます。

一方、当マンション（管理組合）にとって有史以来の習慣の変更に当たること、規約の改

定が求められること、管理委託費が将来値上げされる可能性もあることなどに照らし、委託

管理への移行の選択は、きわめて重要な意思決定になりますので、利害得失に対する組合員

間の共通理解を形成して移行することが肝要です。

以上により、ここで別添の各書により中間報告を行うとともに、意見・質問を募ります。

必要に応じて、令和５年度通常総会議事録(写)などを併せて参照して下さい。

ご多忙のところお手数をお掛けして恐縮ですが、つきましては、お手すきの折にも配付の

各書をご確認下さるとともに、ご判断に応じて「意見・質問シート」にご意見やご質問をご

記入下さり、来る１０月６日（金）までに、在住の各位には管理室ポストへの提出を、また、

非居住の各位には同封の返信用封筒による返送を、それぞれお願いしたく存じます。

どうぞよろしくお願い致します。

以上

■配付物（３点）

・委託管理への移行計画案

・委託管理への移行に伴って必要となる規約改定の概要

・意見・質問シート

重 要 
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令和５年８月２１日

令和５年度理事会

＊＊＊＊＊＊管理組合

委託管理への移行計画案 

１．管理の合理化等の要点と管理費会計の予想収支など 

先の通常総会前の委託管理プレゼンテーションの時点で、明らかになっていたことでし

たが、管理員の存在を求める当マンションの管理に関し、管理費会計の収支について安定

した黒字を維持できると見込まれる範囲内で委託管理に移行するにあたっては、管理員の

勤務時間の短縮などの合理化が必須となります。

この点について、サニーライフの提案に基づき、管理を委託することで追加し得る有用

な業務を含めたところで、２回の理事会で慎重に検討した結果、以下に記載の合理化計画

と、これに基づく管理費会計の予想収支を立案しました。

（１）管理員業務（勤務時間等）の合理化案 

いくつかのプランを検討した結果、ごみ収集のない火曜日を休務日とし、平日を１５時

までの時短勤務とすることで、業務費を現在の管理員人件費とあまり変わらないレベルに

まで低減できる次のプランが最良と考えられました。

※管理会社の派遣管理員は通勤になります。（住み込みは廃止します）

※派遣管理員は、管理委託契約に定められた業務（委託管理マンションにおいて標準的に

求められる業務）のみを行います。

（２）各種設備の維持管理や法定検査などの業務の合理化案と新たに追加する業務 

管理会社に管理の一義的な責任が帰属するように、ほぼすべての業務を管理会社への委

託によって実施することとし、概要は以下のとおりです。

 メーカー系の専門会社に対する発注で実施していたエレベーター設備、給水ポンプ設備

の各保守点検業務は、管理会社の責任において非メーカー系（独立系とも言われます。）

の専門会社を実務担当会社（再委託先）として実施される方式に変更することで、相応

に業務費が安価になります。

 エントランスの自動ドアの保守点検業務については、メーカー系と非メーカー系の会社

★新たな管理員の勤務日時と休務日 

■勤務日時

月曜日・水曜日～金曜日 8:00～15:00
土曜日 8:00～12:00 

※有給休暇の日も代務の管理員が勤務

■休務日

火曜日・日曜日・祝祭日

※参考（現行） 

■勤務日時

月曜日～金曜日 8:00～17:00
土曜日 8:00～12:00 

※有給休暇の日は休務

■休務日

日曜日・祝祭日
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への委託を繰り返してメーカー系の会社に委託している経過もあるため、管理会社の再

委託先は引き続きメーカー系の会社をお願いしています。費用はやや上がります。

 消防等設備、建築設備定期検査、防火設備定期調査、特定建築物定期調査等の法定検査

等業務や、排水管清掃業務についても、管理会社の与信のハードルをクリアし得る専門

会社を実務担当会社として実施されます。費用がやや上がる業務もありますが、排水管

清掃業務の費用は、従来よりもかなり安価になります。

 エントランス、各階廊下、階段の床面に対する定期清掃（年１回）が実施されます。

1. エトランス・各階廊下（機械洗浄）

2. 階段(ブラッシングスポンジ清掃)

3. エントランス石材(通常洗浄後→乾燥→石材用保護剤塗布)

 現在管理室前の警報盤を通じて感知し得る共用部の設備異常についてオンライン監視

システムを構築し、３６５日２４時間の監視と異常信号の発報に基づく緊急出動に対応

されるようになります。

上記の業務と担当会社をまとめると次表のようになり、館内定期清掃やオンライン監視

と緊急出動の業務が追加されるとしても、対象業務のトータルの費用が単純計算で従来と

比べて年額 60,000 円（税別）ほど安価になる見込みです。 

業務名

担当会社

現行
委託管理への移行後 

委託先 再委託先 

エレベーター保守点検 三菱電機ビルソリューション

管理会社 

（サニーライフ） 

ジャパンエレベーターサービス 

増圧ポンプ保守点検 荏原製作所 テラルテクノサービス 

自動ドア保守点検 ナブコシステム ナブコシステム 

消防等設備点検 ＊＊＊＊＊

管理会社指定会社 

建築設備定期検査 ＊＊＊＊＊

防火設備定期調査 ＊＊＊＊＊

特定建築物定期調査 ＊＊＊＊＊

排水管清掃 ＊＊＊＊＊

館内定期清掃 ※定期実施なし

オンライン監視・緊急出動 ※機能なし セコム 

なお、築山樹木の剪定作業（年１回）は、管理会社で受託できない業務に当たるため、こ

れまで通り、管理組合から専門会社に対する発注によって実施していくことになりますが、

専門会社との連絡調整は管理会社によって対応されます。

（３）委託後の管理費会計の予想収支 

上記の合理化等を勘案したところで試算される移行後の管理費会計の予想収支は、最終

ページに記載のとおりです。

将来の管理委託費の値上げがあり得ることのほか、電気料金（の上昇）や、年度によって

経常的な修繕費が増加する可能性などが未知の要素になりますが、概ね黒字を維持できる

と見込まれます。
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２．理事会の運営と監事の新設 

管理を委託した以降も、管理会社の業務遂行状況をチェックしたり、管理会社からの相

談や提案に応じて管理組合の具体的な意思を決定していく必要があるため、毎年の通常総

会における理事の選任と理事会の運営が求められる点は変わりません。

まず、理事については、委託により会計や総務の実務が全面的になくなることとの関係

で、理事長以外の職名を相応に変更します。

これに加えて、理事会の実務を業務及び会計の両面から監査し、その結果を総会で組合

員に報告する役員として「監事」を置く必要が新たに生じます。

監事の設置の要否については、過去にたびたび議論があるも、マンション管理士が日常

的に関与していることで、月次・年次の決算が適切に行われることや、監査というものを

適切に行うことができる組合員がいる可能性が消極的に判断されたりしたことから、設置

が見送られてきた経過がありましたが、マンション管理士との顧問契約がなくなる点で設

置が必須と考えられたほか、管理会社からも設置の求めがあったことによります。

元来少人数の当管理組合の組合員が負担感を覚えるような職務になってはならないこと

や、過去の議論の内容を考慮し、また誤った運用につながることを防止する観点から、規

約に定める監事の職務に関する規定は、必要最小限の規定としています。

監事は、会計年度末において、理事の業務執行や管理組合の財産の状況が適正と認めら

れる節に、管理会社が用意する監査報告書に署名押印することを通じて、監査報告を行い

ます。

毎年必ず４名の役員を選任する必要が生じることになりますが、これまで役員（理事）

が４名という年度もしばしばあったことを振り返ると、大きな負担感は伴わない範囲内と

考えられます。

３．規約改定 

管理委託に伴い、上記の役員体制の変更に関することのほか、役員の交替のタイミング

や通常総会の開催時期の変更、鍵の預託の廃止などについて、規約改定と実務対応が求め

られます。

これらについては別紙資料「委託管理への移行に伴って必要となる規約改定の概要」を

参照して下さい。

４．管理委託契約の期間 

管理会社との管理委託契約の期間は、初年度に限り令和６年４月１日から令和７年８月

３１日までの１７ヶ月間になります。

それ以降は、変更後の通常総会の開催時期に応じて、毎年９月１日から翌年８月３１日

までの１年間が基準期間となります。

管理委託契約の更新については、法律に定められた重要事項説明を経て毎年の通常総会

で都度その承認を決議しますが、双方の合意に基づいて複数年契約を締結することなども

可能と考えられます。
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５．その他 

1. 委託管理への移行後において、組合員から管理組合に対する毎月の管理費等の納入方法

は、組合員が各自開設している預金口座から集金代行会社を介した口座振替の方法に統

一されます。この口座振替の手続きは、委託の決定後早い時期に行われる予定です。

2. 委託管理への移行後には、管理室で現金が取り扱われなくなるため、委託管理開始日の

前日までに既存の小口現金を廃止し、普通預金口座に統合します。

3. 管理会社の派遣管理員はパソコン作業等を行いません。そのため、管理室のインターネ

ット接続契約（プロバイダ契約）は、移行後速やかに解約します。

4. 組合員及び居住者名簿は、基本的に管理会社で管理されることになり、これまでのよう

に通常総会時の組合員に対する共有化は行われなくなります。

5. 現管理員の＊＊＊＊氏の雇用に関しては、後記６．の臨時総会の承認決議により委託管

理への移行に関する管理組合の意思が正式に決定した段階で、氏と締結している労働契

約（労働条件明示文書）の約定に則り、契約終了の予告を行います。

6. マンション管理士の親泊氏との顧問契約は、現在の契約の終期（令和６年３月３１日）

をもって終了します。

６．今後のスケジュール 

寄せられたご意見・ご質問を通じて、組合員の意向等を確認するとともに、新たな課題

が明らかになればその解決策を検討・提案し、特段の課題等がない節には、本年１２月中

に臨時総会を招集して委託管理への移行の承認を諮る予定です。

以上

43



■収入の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 移行後予算案 摘要
管理費収入 6,558,120 6,558,120 546,510円×12ヶ月

契約車両駐車場収入 840,000 840,000 35,000円×2台×12ヶ月

来客用駐車場収入 13,200 12,000 前年並み

駐輪場収入 46,454 48,000 1,000円×4台×12ヶ月

協力金収入 36,000 0 ※0円を想定

受取利息 36 0 ※0円を想定

Ｂフレッツ電力使用料収入 13,512 13,512 インターネット設備設置電気料（契約額）

光ファイバー設置料金 12,120 12,120 インターネット設備設置電気料（契約額）

雑収入 330 0
収入合計 7,519,772 7,483,752

■支出の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 移行後予算案 摘要
管理委託費 4,877,400 定額委託業務費（事務管理業務費・緊急対応業務費を含む）

管理員人件費 2,643,342
福利厚生費 36,561
エレベーター保守費 686,400
消防設備点検費 99,000
自動ドアメンテナンス費 79,200
増圧ポンプ保守点検費 66,000
建築設備定期検査 41,690
防火設備定期調査費 58,630
支払手数料 38,000 管理費等の口座振替手数料  （月額95円×20戸＋700円）+税×12ヶ月

特定建築物定期調査費 0 28,000 81,400円（3年に1回）→年額約28,000円

排水管清掃費 176,000 110,000 管理会社指定業者による実施

ケーブルテレビ接続料 166,320 166,320 13,860円×12ヶ月

通信費 96,217 48,000 管理室電話代、郵便代等

水道光熱費 547,975 700,000 電気代（電灯・動力・管理員宿舎）、水道代

消耗品費 27,076 20,000 複合機トナーほか消耗品費

旅費交通費 10,280 0
修繕費 88,000 350,000 経常的な修繕工事

防犯カメラ賃借料 119,232 119,232
寄付金町会費 21,600 21,600 町会費（年額）

備品費 0 30,000 共用備品購入

書籍・研修費 5,230 5,230 マンション管理センター会費（機関誌購読料）等

損害保険料 480,010 473,830 マンション総合保険更新（令和5年度と同額を想定）

マンション管理士顧問料 792,000 0
雑費 9,279 30,000 振込手数料、管理組合運営費その他

予備費 0 0
支出合計 6,250,042 7,017,612

■剰余金の部 （単位：円）
科目 ４年度実績額 移行後予算案 摘要
当期剰余金 1,269,730 466,140
前期繰越剰余金 2,520,037
修繕積立金会計への繰入 -2,000,000
次期繰越剰余金 1,789,767

★補足

管　理　費　会　計

委託管理移行後の予想収支
（令和◇年３月１日～令和◇年２月２８日）

9,936円×12ヶ月（令和6年度に同額で更新できることを想定）

これらの費用（連結送水管耐圧試験費を
除く）のほか、緊急対応業務費が定額委
託業務費に含まれる

1. 管理員勤務体制

月・水～金 8時00分～15時00分 （休憩1時間） 土 8時00分～12時00分 （休憩なし） ／ 火・日・祝・祭 休み

2. ４年度実績額は、管理組合の令和４年度決算の内容と金額をそのまま転記したものです。

3. 移行後予算案は、管理組合の収支計算書を改編して通年の金額を記載しています。委託管理移行後の会計

帳票類は、管理会社のシステムに基づく内容になるため、科目の名称や処理される科目などが異なります。
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第１号議案 株式会社サニーライフとの管理委託契約の締結の承認と 
管理開始までの移行経過措置の事後承認に関する件 

 
■はじめに 
事務的な内容の第４回理事会議事録(写)の配付が先行したことで、組合員各

位にはご心配をお掛け致し、またご不安を抱かせてしまったことをお詫び申し

上げます。 
まず、本臨時総会の招集を予定より早めることになった経緯その他について、

改めて以下のとおりに説明いたします。 
 
１．移行計画案（８月２１日付）に対する意見・質問と回答等について 

期日の１０月６日までに２件の意見と１件の質問が寄せられました。 
２件の意見のうち１件は、委託管理への移行とそのスケジュールを了解した

旨の丁寧な連絡でした。 
もう１件の意見は、移行後の役員体制の少数化に関する提案でしたが、なに

ぶん理事会で検討を尽くした末に理事３名・監事１名の体制とすることにしま

したので、ご提案にかかわらず、この体制を含む規約改定の承認を次号議案に

上程させていただくことを回答いたします。 
１件の質問については、住込み管理員による住戸の玄関扉の鍵預かりがなく

なることとの関係で、管理員が不在の時間帯に住戸から救急車の出動が手配さ

れた場合において、救急隊員によるエントランスの通過や当該住戸への入室の

方法などを確認する内容でした。 
この点について、エントランスのオートロックは、委託管理に伴って館外（外

壁面等）に設置されるキーボックス内の共用部マスターキーを用いて、警備会

社との連携によって解錠・入館することになりますが、住戸の玄関扉について

は、救急車の手配と同時にあらかじめ各戸の責任で解錠に対応していただかざ

るを得ない旨を回答いたします。 
結論として、上記以外の意見・質問がなかったことから、理事会では、委託

管理への移行については、概ね各位のご理解を賜ることができたと判断いたし

ました。 
 

２．状況の変化と対応 

 

（１）現管理員の退職と臨時管理員の確保の検討（途中経過） 

去る１０月６日に＊＊管理員から、１１月７日を期日とする退職の願い出が

あり、諸般の事情から了承しました。有給休暇消化の関係から、フルタイムの

最終勤務日が１１月２日（木）になり、管理員宿舎からの退去日は１１月７日

（火）になります。 

これまでの委託管理への移行に関する検討の進捗度や組合員各位の相対的

な理解度に照らし、ここから委託管理開始までの短い期間に限って住み込みの

管理員を新たに雇用するようなことが適当ではありません。 
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そこで、たまたま期間中の午前の時間帯の勤務に対応し得ることが判明した

＊＊４丁目在住の６０歳代の男性（理事長の知り合い）に臨時管理員として勤

務してもらうことを１０月１６日の第４回理事会で協議しました。 

その結果、勤務条件等の合意と役員による面接を経て正式に採用を決定した

うえ、１０月末からこのとおりに勤務してもらうことを内定し、組合員各位に

も理事会議事録(写)を通じてこの旨をお知らせしていましたが、その後、この

男性の勤務は不可能であることが分かり、断念しました。 

これを受け、理事の間で善後策を協議した結果、一般の求人活動によっては

臨時管理員の確保が難しいため、＊＊区シルバー人材センターを頼ることとし、

センター側と話を進めています。 

また、これによりセンターから派遣される人員が決まるまでの間は、理事長

の知人から、ゴミ出し業務に限り人を紹介してもらうこととしました。これに

ついては謝礼の支払いを要します。 

組合員各位におかれましては、見守り下さいましたら幸いです。 

関連して、シルバー人材センターから派遣される人員は、管理組合の指揮命

令等によって就業してもらうことができません。マンションの管理員が通常行

わないような業務をお願いすることもなじまないと考えられます。 

例えば、これまで管理員が行ってくれていた管理室の小口現金の管理やパソ

コン操作の業務は、いずれもマンションの管理員が通常行わない業務に当たり

ます。 

そのため、＊＊管理員の退職に伴い、小口現金の管理は会計理事が引き継ぎ、

管理室のパソコンは＊＊管理員の退職と同時に閉鎖することにします。以降に

は、管理室とのメール連絡ができなくなりますので、ご承知おき下さるように

お願い致します。 

（２）委託管理の開始予定時期の繰り上げの内定 

 ＊＊管理員の退職願いを受け、委託管理の開始を急ぐことが最良と判断し、

第４回理事会でサニーライフと協議した結果、これまで令和６年４月１日と計

画していた委託管理の開始予定日を１ヶ月繰り上げ、同３月１日とすることで

内諾が得られました。 

（３）緊急対応業務の先行委託 

住み込みの管理員がいなくなることを踏まえ、サニーライフに対して設備の

機械警備（オンライン監視）と緊急出動の各業務を先行して委託することを第

４回理事会で決議しました。 

具体的には、＊＊管理員の退職日以降の空白期間を最小に抑えたスケジュー

ルで運用が開始されることを前提として、サニーライフに対して機械警備業務

に必要な専用機器の設置工事を発注し、この工事完成後の最短運用可能日を始

期として緊急対応業務の委託を開始するものです。 

費用については、専用機器設置工事費が 50,000 円(税別)、緊急対応業務費

は月額 15,000 円(同)で、緊急対応（出動）の実務はサニーライフの協力会社

となるセコム株式会社によって行われます。 
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正式な委託の総会決議に先行する発注となりましたが、管理員不在時の設備

異常に対応するために先行的な導入が不可欠と判断した結果です。 

 

（４）預託鍵の返却 

＊＊管理員の退職に伴い、管理室に預けられている一部住戸の玄関扉の鍵は、

第４回理事会議事録(写)の配付を経て返却してもらうこととしました。 

鍵を預けている組合員各位においては、＊＊管理員の最終勤務日までに引き

取りに対応していただくようにお願い致します。 

 

 以上により、本議案は、規約第４９条第十六号及び第十七号に基づき、株式会

社サニーライフとの管理委託契約の締結の承認と、委託管理開始までの移行経

過措置に対する事後承認を一体的に諮るものです。 
サニーライフの会社概要や実績などについては、令和５年度通常総会当日に

開催した委託管理プレゼンテーションの配付資料を参照して下さい。 
なお、令和５年度通常総会を欠席された組合員各位に対しては、同総会の議事

録(写)の配付時に同じ資料を同封して共有化を図っています。 
 
 
Ⅰ 管理委託契約締結の承認に関する件 
 
１．委託する業務及び委託金額（定額委託業務費） 
  同封の重要事項説明書（㈱サニーライフ）１４ページに記載のとおりです。 

必要に応じて委託管理移行計画案（８月２１日付）も参照して下さい。 
 
２．管理委託契約の期間 
  初年の契約期間は、令和６年３月１日から令和７年８月３１日までの１８か

月（１年６ヶ月）間となります。 
  令和７年度以降には、年次の通常総会（規約改定により開催時期は５月）の

承認決議を経て、毎年９月１日から翌年８月３１日までを期間とする１年契

約を更新していくことになります。 
 
３．管理費等の口座振替の手続きのお願い 

理事会議事録(写)や移行計画案を通じてお知らせしていたとおり、委託管理

に移行した以降、組合員から管理組合に対する毎月の管理費等の納入（徴収）

方法は、組合員が各自開設している預金口座から集金代行会社を介した口座振

替の方法に統一されます。（令和６年４月分／同３月２５日の口座振替分より） 
詳細については、適切な時期にサニーライフから各組合員に対し、必要書類

を添えて手続きに関する案内がなされるスケジュールになります。 
口座振替を行う組合員の口座は、基本的にすでに開設されている（既存の）

金融機関の預金口座でよく、このために新たに預金口座の開設が求められるこ

とは、おそらくありませんので、その節には案内に応じて速やかにこの手続き

にご対応下さるようお願い致します。 
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４．その他

1. 組合員の毎月の管理費等は、令和６年３月分（同２月末納入分）まで既存

の管理組合理事長名義の預金口座で従来通りに収納します。

2. 委託管理への移行に伴う細部の判断は、令和６年度通常総会の終結（役員

が交替する）までの期間内において、現理事会に一任していただきます。

Ⅱ 委託管理開始までの移行経過措置の事後承認関係

 ※１ページ以降の２．（１）～（４）に記載のとおりです。 

第２号議案 規約及び細則の一部改定の承認に関する件 

 委託管理への移行に伴う規約及び細則の一部改定について、規約第４９条第

四号に基づき、一体的に承認を諮るものです。 

改定の内容は、次ページ以降に記載のとおりで、５～９ページに記載してい

る規約改定の大半は、委託管理移行計画案（８月２１日付）に添えていた別紙

資料（以下「別紙資料」）の表中に記載の内容と同じですが、第６１条第１項の

改定を追加しています。

また、委託管理の開始時期に応じて改定後規約の発効日を令和６年３月１日

と変更した関係で、１０ページに記載している経過措置の内容が別紙資料の内

容とは異なっています。

細則の改定内容は、１１ページに記載しています。

 規約の改定と細則の改定は本来各別の議案であり、議決要件も異なりますが、

今改定については、規約の改定と細則の制定が一体不可分の関係（どちらか一

方のみの承認・不承認があり得ない関係）にあるため、事実上も一体の議案と

して審議願うとともに、議決定数が高い規約改定の要件（組合員総数及び議決

権総数の各４分の３以上の多数）をもって、規約の改定と細則の改定の承認を

一体的に決議していただくことと致しました。 
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1

親泊　哲

差出⼈:
送信⽇時:
宛先:
ＣＣ:
件名:
添付ファイル:

親泊　哲 <s-mankan@jt9.so-net.ne.jp>
2023年11⽉14⽇⽕曜⽇ 18:33
'㈱サニーライフ　
'サニーライフ 
RE: ＊＊＊＊＊＊の件
【原本】重要事項調査報告書_物件資料（＊＊＊＊＊＊管理組合）.pdf; 【原本】重要事
項調査報告書_物件資料.pdf

＊＊＊＊様

お世話になります。親泊です。

ご返信下さり、ありがとうございました。

続いては、ファイルサイズの関係で前便への添付を控えていた重要事項関係のファイルを別添のとおりに送信しま

す。昨年の＊０＊号室の売買にあたり、不動産会社の依頼に基づいて作成したものになります。

念のため、白紙版も添付します。

よろしくお願い致します。

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

親泊マンション管理士事務所 

親泊 哲（Oyadomari Satoru） 

〒194-0013 町田市原町田 4-19-12-1301 

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 

ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 

携帯 ０９０－６５３７－０４２６ 

mailto:s-mankan@jt9.so-net.ne.jp 

http://www.oyadomari-mankan.com/ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

From: ㈱サニーライフ

Sent: Tuesday, November 14, 2023 2:28 PM 

To: '親泊 哲' <s‐mankan@jt9.so‐net.ne.jp> 

Cc: 'サニーライフ 

 Subject: RE: ＊＊＊＊＊＊の件 

親泊マンション管理⼠事務所 
親泊 哲 様 

いつも⼤変お世話になっております。 
下記メール早速ありがとうございます。 
ワードでもいただき⼤変助かります。 
ありがとうございます。 
管理室内書庫もいろいろ確認させていただきます。 
宜しくお願い致します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
〒101-0041  
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2

千代⽥区神⽥須⽥町 2-11-1 協友ビル 8F
株式会社サニーライフ ＊＊＊＊ 
TEL03-3255-5011  
FAX03-3255-5020  
mail:  
url:http://sunny-life.co.jp/  
マンション管理業：国⼟交通⼤⾂（5）031633 
⼀級建築⼠事務所：東京都知事 56739 
警備業：東京都公安委員会 30004567 
マンション管理業協会会員 
同保証機構会員：№662 
<横浜営業所＞横浜市中区蓬莱町 1-1-3  
＜⻄東京営業所＞⽴川市曙町 1-18-2 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

From: 親泊 哲 <s‐mankan@jt9.so‐net.ne.jp>  

Sent: Tuesday, November 14, 2023 12:45 PM 

To: '㈱サニーライフ

Cc: 'サニーライフ 

Subject: RE: ＊＊＊＊＊＊の件 

＊＊＊＊様

お世話になります。親泊です。

昨日は、標題件につきご連絡下さり、ありがとうございました。

また、昨日は取り急ぎの電話のみで失礼しました。

あらかじめお断りさせていただいたとおり、五月雨式になりますが、別添 zip.ファイルを送信いたします。 
一回のメールに添付し得るギリギリのサイズになりますが、無事着信しましたら、以下補足とともにご確認下さり、

ご共有下さい。

よろしくお願い致します。

■総会関係

直近３ヶ年の招集通知書等と議案説明書を送信します。

平成３１（令和元）年度以前のそれも、大半はＰＤＦ版で存在しますが、当該年度までは議案説明書の中ほどのペー

ジの小口現金残高証明書の綴じ込みを（当時の管理員さんによる）印刷前の手作業で対応していたため、一体的な版

として万全ではありません。

■区分所有者（組合員）及び居住者の名簿

＊＊さんから受け継いだＵＳＢメモリには、ＰＣを入れ替える前のデータしか保存されていませんでした（・・・）

そのため、最新の内容は管理室ＰＣ内を検索する必要がありますが、少なくとも現在の区分所有者や賃借人のお顔触

れや連絡先は、令和５年度通常総会議案説明書の最終ページに綴じ込まれている内容と変わらないと思います。

なお、＊０＊号室については、登記されている区分所有者がすでに故人となっていたりして、やや複雑なので、電話

等で改めて説明させていただきます。

■会計関係

会計帳簿を全面的に電子化したのは、＊＊さんの着任後、最初の会計年度の始期（令和２年３月１日）からです。

これ以降の帳簿ファイルの共有化を図ります。元ファイルは基本的に Excel で、小生が自主管理Ｍ用に開発？したオ

リジナルになります。

年度ごとの決算の総括的な結果と、各戸の管理費等の規定額一覧については、各年の通常総会の議案説明書ファイル

の該当ページ（名簿の手前付近）を通じてご共有下さい。

なお、平成３１（令和元）年度以前の帳簿は、ルーズリーフの応用帳に手書きの記帳で対応されていました。

これらは管理室内または屋上エレベーター前の書庫内で保管されています。
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3

（以上）

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

親泊マンション管理士事務所 

親泊 哲（Oyadomari Satoru） 

〒194-0013 町田市原町田 4-19-12-1301 

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 

ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 

携帯 ０９０－６５３７－０４２６ 

mailto:s-mankan@jt9.so-net.ne.jp 

http://www.oyadomari-mankan.com/ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

From: ㈱サニーライフ

Sent: Monday, November 13, 2023 2:59 PM 

To: コーポ葵赤坂 親泊マンション管理士様 <s‐mankan@jt9.so‐net.ne.jp> 

Cc: サニーライフ 

Subject: ＊＊＊＊＊＊の件 

親泊マンション管理⼠事務所 
親泊 哲 様 

いつも⼤変お世話になっております。 ㈱
サニーライフの＊＊でございます。 
昨夜は遅くまでありがとうございました。 
本⽇から改めて宜しくお願い致します。 

全部委託管理は少し先になりますが、参考資料として引き継ぎ書を添付させていただきます。 
管理室で保管しているもの、お持ちのもの、お持ちでないものがあるかと思いますが宜しくお願い致しま
す。 

以下、はじめにお持ちであればいただければと思うものを抜粋させていただきます。 
① 管理費等規定額⼀覧
② 重要事項調査報告書(売買時)
③ 区分所有者・居住者名簿
④ マンション保険の証券のコピー
⑤ 駐⾞場・駐輪場契約者⼀覧
⑥ 郵便受け暗証番号

お⼿数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
〒101-0041  
千代⽥区神⽥須⽥町 2-11-1 協友ビル 8F  
株式会社サニーライフ ＊＊＊＊ 
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4

TEL03-3255-5011  
FAX03-3255-5020  
mail:takagi@sunny-life.co.jp  
url:http://sunny-life.co.jp/  
マンション管理業：国⼟交通⼤⾂（5）031633 
⼀級建築⼠事務所：東京都知事 56739 
警備業：東京都公安委員会 30004567 
マンション管理業協会会員 
同保証機構会員：№662 
<横浜営業所＞横浜市中区蓬莱町 1-1-3  
＜⻄東京営業所＞⽴川市曙町 1-18-2 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 
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   ※Ａ３版×２枚１セットとなっております。

1.管理組合関係について教えてください。

4.専用使用権について教えてください。

◆駐車場　　　　　

・現管理組合員使用中区画の新組合員への承継可否  □不可 ・ □可

　□有 ・ □無

◆

　□有 ・ □無

　□有 ・ □無
・使用料　　： □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　　円）

◆トランクルーム

・現在の空き状況  : □無 ・ □有（　　　　／　　　　現在　　　　　　　　区画）

・空き区画の権利取得  ：□予約順 ・ □空き次第 ・ 募集のうえ ・ 抽選

・使用料　　： □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　　円）

・現管理組合員使用中区画の新組合員への承継可否  □不可 ・ □可

・届出期日

：□所定の書式 ・ □（書式問わないが）書面 ・ □口頭のみで可

：□管理員室 ・ □管理組合理事長 ・ □管理会社

：□工事着工の　　　　　　　日前まで

《重要事項に係わる調査報告書》

   修繕積立金における滞納額 円 （　　　　　　年　　　月　　　日現在）

◆定時総会実施時期

◆自転車置き場

◆管理組合

   管理組合名

◆管理組合理事長

◆管理組合会計係

□有 ・ □無

◆専用庭

　□有 ・ □無
・使用料　　： □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　　円）

◆ルーフバルコニー◆修繕積立金の積立総額

◆管理組合借入金の残高

氏　名／　　＊＊ ＊＊　　　　　　　　　　　　　　（　　　*0*　　　号室）

氏　名／　　＊＊＊ ＊＊　　　　　　　　　　　 　（　　　*0*　　　号室）

円 （　　　　　　年　　　月　　　日現在）

（滞納額）　　　　 　　　円（平成　　　年　　　月　　　日現在）

毎　年　　　　　　　　月

◆バイク置き場

・現管理組合員使用中区画の新組合員への承継可否  □不可 ・ □可　□有 （　　　　台分）

2.管理費・修繕積立金等について教えて下さい。

◆管理費

   管理費における滞納額

（月　額）　　　 円（平成　　　年　　　月　　　日現在）円 （      　　　年　　　月　　　日現在）

（滞納額）　　　　 　　　円（平成　　　年　　　月　　　日現在）円 （　　　　　　年　　　月　　　日現在）
・空き区画の権利取得  ：□予約順 ・ □空き次第 ・ 募集のうえ ・ 抽選

・一世帯当たりの台数制限 ：□無 ・ □有（　　　　　　　　　台まで可）

・一区画当りの使用料  : □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　円）

◆修繕積立金

銀行 支店

（普通・当座）：口座番号／ 口座名義：

円 （　　　　　　年　　　月　　　日現在）

円 （　　　　　　年　　　月　　　日現在）

（月　額）　　　 円（平成　　　年　　　月　　　日現在）

◆管理費の値上げ予定はありますか？

　　　□有

　　　□無

・時期：

・金額：

□　　　　　月分より □管理組合で検討中 □その他（　　　　　　　　　　　　）

□　　　　　　　　　　　　　　円に値上げ □未定

→

◆支払い方法を教えてください。 毎月　　　　　　　日に
□当月分

□翌月分
を

□自動引き落とし

□振り込み

◆管理費等納入の指定口座はありますか？

　　　□有

　　　□無

→

◆修繕積立金の値上げ予定はありますか？

　　　□管理組合で検討中

　　　□有

　　　□無

　　　□管理組合で検討中

・時期： □　　　　　月分より □管理組合で検討中 □その他（　　　　　　　　　　　　）

・金額： □　　　　　　　　　　　　　　円に値上げ □未定

→

・□

・□

：月額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

：月額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

：月額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

：月額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

◆管理費・修繕積立金以外に徴収される金員はありますか？

　　　□有

　　　□無

・□自治会費 ・ □町会費

・□有線放送使用料

→

3.管理形態について教えてください。

◆勤務形態

◆勤務時間

◆管理員氏名

◆管理員室連絡先

□常駐（住み込み）　・　□日勤　・　□巡回　・　□清掃業務のみ　・　□不在

勤務時間／　　　　　：　　　　　　～　　　　　：　　　　　　（休日／　　　　　　曜日）

氏　　　名／

電話番号／　　　　　　－　　　　　　－

◆隣接住戸（左右上下）に対する事前届出の必要はありますか？

5.内装工事を行う際の制限について教えてください。

◆管理組合等の窓口に対する事前届出の必要はありますか？

　　□有

　　□無

・届出方法

・届出先
→

・材質（等級）

：□全階ともに不可 ・ □1階住戸のみ可 ・ □全階ともに可

：

　　□有 ・届出方法 ：□所定の書式 ・ □（書式問わないが）書面 ・ □口頭のみで可

　　□無 ・届出先
→

→

・届出期日 ：□工事着工の　　　　　　　日前まで

◆床フローリング貼り替え工事に対する規定はありますか？

　　□有

　　□無

・工事の可否

→
　　□無

・飼育の可否 ：□不可 ・ □種類・大きさにより可 ・ □種類・大きさ問わず可

・種類・大きさによる指定がある場合

　：□（例えば、“犬猫不可”“体長○㎝までであれば犬猫も可”等　具体的な回答をお願いします。）

□Ｌ　　　　　　より防音効果の高いもの

□その他

6.ペット飼育の制限について教えてください。

◆ペット飼育に対する規定はありますか？

　　□有

・一世帯当たりの台数制限 ：□無 ・ □有（　　　　　　　　　台まで可）

・一区画当りの使用料  : □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　円）

・現在の空き状況  : □無 ・ □有（　　　　／　　　　現在　　　　　　　　区画）

・現在の空き待ち世帯数  ：□無 ・ □有（　　　　／　　　　現在　　　　　　　　世帯）

1/2

　□有 （　　　　台分）

　□無

　□有 （　　　　台分）

　□無

　□無

・空き区画の権利取得  ：□予約順 ・ □空き次第 ・ 募集のうえ ・ 抽選

・一世帯当たりの台数制限 ：□無 ・ □有（　　　　　　　　　台まで可）

・一区画当りの使用料  : □無 ・ □有（月額　　　　　　　　　　　　円）
・現在の空き状況  : □無 ・ □有（　　　　／　　　　現在　　　　　　　　区画）

・空き区画の権利取得  ：□予約順 ・ □空き次第 ・ 募集のうえ ・ 抽選

・現在の空き状況 : □無 ・ □有（　　　　／　　　　現在　　　　　　　　区画）

✓

＊＊＊＊＊＊管理組合

3

27,830 2022    9    30

2022    9    30

2022    9    30

2022    9    30

2022    9    30

2022    9    30

✓ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

〇 ******* ＊＊＊＊＊＊管理組合

25
✓ ✓

✓

✓

✓

25,690

✓

8  00          17  00 土曜日午後・日曜日・祝祭日

＊＊ ＊＊

03    3585    6447

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓ ※所有権

✓
✓ 35,000

✓ 10  14 2
✓
✓
✓

✓ 1,000
✓ 10  14 1

✓
✓

✓ 1,000
✓

✓
✓

✓ ✓

✓
✓ 14

✓

✓ ✓

✓
軽量床衝撃音遮音等級

40

✓ ✓

28,810

26,600

5
3



住　所： 電話番号：　　　　　－　　　　　－　　　　　

氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　

　　2022 年　10 月　14 日

11.その他重要な事項について教えてください。

8.自己居住用以外の使用について教えてください。

◆ピアノ等の楽器演奏に対する規定はありますか？

　　　□有 →
　　　□無

・演奏の可否： □時間帯を問わず不可 ・ □時間帯により可 ・ □時間帯を問わず可

・□その他

7.楽器使用の制限について教えてください。

　　　□有

　　　□無

→
◆所有者が負担すべき費用を特定の者に減免しているものはありますか？

9.大規模修繕工事について教えてください。

◆過去に行われた工事はありますか？

　　　□有 →

◆用途に対する規定はありますか？

　　　□有 → ・□事務所使用は不可 ・ □店舗使用は不可

　　　□無 ・□その他

　　　□有

　　　□無

　　　□管理組合で検討中

・時期：□　　　　　　　　年　　　　　月 ・ □管理組合で検討中 ・ □未定

・工事内容／（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

→

　　　□無

工事内容の履歴があれば、あわせて送付ください。

・□　　　　　　　　年　　　　　月（工事内容／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・□　　　　　　　　年　　　　　月（工事内容／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆今後に行う予定はありますか？

10.専有部分・共用部分における特記すべき事項について教えてください。

専有部分内 共用部分・マンション全体

◆過去に当該マンション内において以下のようなことがありましたか？

・一時負担金 □有

□無

→ ・金額：□　　　　　　　　　　　　　　円 ・ □未定

・徴収時期：□　　　　　　　　年　　　　月 ・ □未定

管理組合としての借り入れ予定：□有 ・ □無 ・ □未定

□管理組合で検討中

◆その他特記すべき事項

□有 ・ □無

◆隣接住戸（左右上下）

　の住民と騒音等のトラブル

□有 ・ □無

□有 ・ □無

◆漏水・雨漏り

□有 ・ □無

◆自殺等の事件

□有 ・ □無

◆火災事故

　　　□知らない

→

　　　□ＣＡＴＶ

　　　□

費用：□管理費込み　　　　□別途（　　　　　　　　　）円/月

費用：□管理費込み　　　　□別途（　　　　　　　　　）円/月

費用：□管理費込み　　　　□別途（　　　　　　　　　）円/月

費用：□管理費込み　　　　□別途（　　　　　　　　　）円/月

　　　□インターネット

　　　□衛星放送

2/2

ご回答ありがとうございました。

◆当該マンションは、インターネット、衛星放送、ＣＡＴＶ等に対応していますか？

◆上記項目以外で、新たに管理組合員となる予定の人へ伝達する事項がありましたら、ご記入ください。

◇当該マンションにおける構造計算偽造の有無について、貴社が掌握していることを教えてください。

　　　□知っている →
　　　□知らない

◇当該マンションにおける耐震診断の有無について、貴社が掌握していることを教えてください。

　　　□知っている →
　　　□知らない

◇当該マンションにおけるアスベスト使用の有無について、貴社が掌握していることを教えてください。

　　　□知っている

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

2004      6

2019      6

外壁工事・オートロック化・共用排水
縦管更新ほか

外壁工事・鉄部等塗装・バルコニー床
防水ほか

✓ ✓

各階共用廊下床材貼替工事

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

※個別契約

※地上波放送のみ対応

✓

✓

✓

簡易診断のみ実施。結果は非公表。

①規約第31条により下記に該当する区分所有者には運営協力金（月額3,000円）が課されます。

　一　自己都合により役員に就任しない期間が連続４年を超えた区分所有者
　二　通常総会又は臨時総会の議場欠席が連続３回となった区分所有者

②屋上の使用目的は「物干し」に限定され、夜間・早朝の時間帯の立ち入りや、子どもの遊び場

　としての使用はできません。

③*0*号室の管理費及び修繕積立金は、2022年9月30日現在で同12月分まで納入されています。

　新旧の区分所有者の負担区分の決定に際してご留意下さい。

*0*号室の専用排水管（床貫通部以降は
共用部分）の詰まりによる漏水あり。*
階共用廊下天井に点検口を設置し解消。 ＊＊＊＊＊＊＊－＊－＊

＊＊＊＊＊＊管理組合

理事長　＊＊ ＊＊

03　   　3585  　　6447  （管理室）

5
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令和５年１２月１日

＊＊＊＊＊＊？？？号室

＊＊＊＊＊様

（＊＊＊＊様）

＊＊＊＊＊＊管理組合

（事務代行者）

マンション管理士 親泊 哲

？？？号室の今後の管理費等のお振込について 

お世話になります。

ご承知のとおり、＊＊＊＊＊＊管理組合では、令和６年３月１日から株式会社

サニーライフ（以下「管理会社」）に対して管理を委託することになりました。 
これに伴い、このたび管理会社から同封の案内がされているものですが、管理

会社の指定に基づく集金代行会社（ＳＭＢＣファイナンス）による口座振替は、

令和６年４月分（同３月２３日引落とし分）から開始されるため、令和６年３月

分までの管理費等は引き続き管理組合の預金口座で収納することになります。

？？？号室の管理費等は本日現在、令和６年２月分まで前納されていますの

で、今後の管理組合の預金口座宛のお振込は、令和６年３月分（１か月分）のみ

としていただきますようにお願い致します。

また、当然ながら、この令和６年３月分の管理費等は、同年２月２９日までに

納入していただくことで差し支えありません。

どうぞよろしくお願い致します。

以上

＜ご参考＞ ？？？号室の管理費等の月額（令和５年１２月１日現在）

科目 金額 備考

管 理 費 ２５，４４０円

修繕積立 金 ２３，４９０円

駐車場使用料 －

駐輪場使用料 ２，０００円 ※２台分

役員就任協力金 ３，０００円

総会欠席協力金 －

合 計 ５３，９３０円

重 要 
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令和５年１２月１日
＊＊＊＊＊＊？？？号室
＊＊＊株式会社 様

＊＊＊＊＊＊管理組合
理事長 ＊＊ ＊＊

（押印省略）

貴室の未納の管理費等につき納入のお願い

平素は、管理組合の運営につきご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴室が管理組合に対して納入すべき管理費及び修繕積立金（以下「管理費等」）が下表

に記載のとおり未納となっていますので、合計額を速やかに納入下さるようにお願い致します。 
なお、すでに納入をお済ませの節には、行き違いの失礼をご容赦下さい。

■？？？号室

年区分 月区分 科目区分 未 納 額 納入期限

令和 05 年 09 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 08 月 25 日

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃

〃 10 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 09 月 25 日

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃

〃 11 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 10 月 25 日

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃

〃 12 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 11 月 25 日

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

合 計 額 221,640 円 

■管理費等の振込先
三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店 普通預金 ０１９２４７８
（名義人）  ＊＊＊＊＊＊管理組合 理事長 久保 秀雄

お陰さまで、当マンション（管理組合）は去る１１月１２日に開催した臨時総会の承認決議
に基づき、令和６年３月１日から株式会社サニーライフ（以下「管理会社」）に対して管理を委
託することになりました。

そのため、令和６年３月分の管理費等の収納を経て、同２月２９日をもって現在の自主管理
下の会計を終了し、会計を含む管理を全面的に管理会社に引渡します。

これに伴い、同封の案内のとおり、毎月の管理費等は令和６年４月分から管理会社の指定に
基づく集金代行会社（ＳＭＢＣファイナンス）による口座振替の方法で収納されることになり
ますので、お手続き下さるようにお願い致します。

なお、このお手続きにかかわらず、令和６年３月分までの管理費等は引き続き管理組合の上
記預金口座で収納いたしますので、３月分までの円滑な納入につきご理解、ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い致します。

以上

＜本件に関する連絡先＞ 

■＊＊＊＊＊＊管理組合事務代行

重 要 

親泊マンション管理士事務所
マンション管理士 親泊 哲（オヤドマリ サトル）

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 
ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 
携帯電話  ０９０－６５３７－０４２６
Ｍａｉｌ   s-mankan@jt9.so-net.ne.jp 
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？？？号室にお住いの方へ

別紙に記載のとおり、？？？号室の区分所有者が管理組合に対して納入す

べきマンションの管理費等が６ヶ月にわたって納入されていません。

さらに遅れると遅延損害金（年１４．６％）が課されます。

日本語を理解できるあなたが信頼している方の協力を得るなどして、必ず

２月２９日（木）までに指定先の銀行預金口座に全額をお振込み下さるように

お願い致します。

なお、どうしても銀行振り込みを行うことが困難な場合には、３月４日（月）

１７時００分から管理組合の会議がマンション１階の集会室で開かれますの

で、そこに同額の現金を持参して支払って下さい。

よろしくお願いします。

＊＊＊＊＊＊管理組合 理事長より

对于住在???房间的人

如附件所述，???單元業主應向管理協會繳納的公寓管理費等已六個月未繳納。 
如果進一步延遲，將徵收滯納金（每年 14.6%）。 
請務必在 2 月 29 日（星期四）之前在您信任的懂日語的人的幫助下將全額款項

轉入指定的銀行帳戶。

如果您無法進行銀行轉賬，管理協會會議將於 3 月 4 日（星期一）17:00 開始在

公寓一樓會議室舉行，請攜帶等額現金。

謝謝。

来自＊＊＊＊＊＊管理协会会长

對於住在???號房的人 

如附件所述，???单元业主应向管理协会缴纳的公寓管理费等已六个月未缴纳。 
如果进一步延迟，将征收滞纳金（每年 14.6%）。 
请务必在 2 月 29 日（星期四）之前在您信任的懂日语的人的帮助下将全额款项

转入指定的银行账户。

如果您无法进行银行转账，管理协会会议将于 3 月 4 日（星期一）17:00 开始在

公寓一楼会议室举行，请携带等额现金。

谢谢。

來自＊＊＊＊＊＊管理協會會長

60



令和６年２月１５日
＊＊＊＊＊＊？？？号室
＊＊＊株式会社 様

＊＊＊＊＊＊管理組合
理事長 ＊＊ ＊＊

貴室の未納の管理費等につき納入のお願い

平素は、管理組合の運営につきご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴室が管理組合に対して納入すべき管理費及び修繕積立金（以下「管理費等」）が下表

に記載のとおり引き続き未納となっています。
つきましては、合計額を 令和６年２月２９日までに 下記振込先の預金口座への振込の方法

により確実に納入下さるようお願い致します。

■？？？号室
年区分 月区分 科目区分 未 納 額 納入期限

令和 05 年 09 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 08 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

〃 10 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 09 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

〃 11 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 10 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

〃 12 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 11 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

令和 06 年 01 月分 管 理 費 28,810 円 令和 05 年 12 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

〃 02 月分 管 理 費 28,810 円 令和 06 年 01 月 25 日 

〃 〃 修繕積立金 26,600 円 〃 

合 計 額 332,460 円 

■管理費等の振込先
三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店 普通預金 ０１９２４７８
（名義人）  ＊＊＊＊＊＊管理組合 理事長 久保 秀雄

万一、上記期日までに納入が確認できない節には、遺憾ながら、＊＊＊＊＊＊管理組合規約
第６１条第２項の規定に基づき、納期限の翌日から納付日まで年利１４．６％の割合による遅
延損害金の加算請求を行う旨を予告いたします。

また、昨年１２月１日付文書でもお知らせ致しましたが、当マンション（管理組合）は本年
３月１日から株式会社サニーライフ（以下「管理会社」）に対して管理を委託することになって
おり、会計については、本年３月分（納期限：２月２５日）までの管理費等を上記の預金口座
で収納したうえ、管理会社に事務を引渡す必要があります。

この関係で、貴室のご事情が許されるようでしたら、上記の未納額に令和６年３月分の管理
費等相当額を加算した 387,870 円のお振込みを賜りましたら幸いです。 

関連して、本年４月以降の毎月の管理費等は管理会社の指定に基づく集金代行会社（ＳＭＢ
Ｃファイナンス）による口座振替の方法で収納されることに伴い、昨年１２月１日付で管理会
社から手続きの案内がなされていますが、貴室については去る１月末現在で手続きが未済とな
っている旨が管理会社から報告されていますので、こちらの手続きにも確実に対応下さるよう、
併せてお願い致します。

末筆ながら、本書と行き違いで納入や手続きをお済ませの節には、失礼をご容赦下さい。

以上

＜本件に関する連絡先＞ 

■＊＊＊＊＊＊管理組合事務代行

重 要 

親泊マンション管理士事務所
マンション管理士 親泊 哲（オヤドマリ サトル）

ＴＥＬ ０４２－７２９－６５２０ 
ＦＡＸ ０４２－８５０－９２３４ 
携帯電話  ０９０－６５３７－０４２６
Ｍａｉｌ   s-mankan@jt9.so-net.ne.jp 

至 急 
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第１号議案 令和５年度事業報告及び収支決算報告の承認に関する件 

令和５年度の事業報告及び収支決算報告について、承認願います。

●令和５年度事業報告

Ⅰ 管理運営関係

１. 新旧役員による引継ぎ

２. マンション管理士との顧問契約の締結

３. 理事長の変更に伴う預金口座名義及び代表者の変更手続き

４. 月次決算の実施

５. 管理員の労働保険の年度更新

６. 共用部分等の火災保険契約の更新

７. 管理員の就業管理等

令和５年１０月１日から東京都最低賃金が時間額 1,113 円に改正され、＊＊

管理員の従来の月給（2*5,*2*円）が毎月の所定労働時間との関係で改正後の

最低賃金月額を下回ることになるため、令和５年１０月から月給を 2*2,*6*円
に引き上げました。

後記のとおり、＊＊管理員はその後１１月初旬に退職することとなったため、

引き上げ後の月給の支給実績は２ヶ月間だけ（最後の１ヶ月は日割り計算）と

なりました。

また、＊＊管理員の退職後には、ハローワーク＊＊において雇用保険の資格

喪失と離職票交付の手続きを行い、本人に必要書類を送付し、受領連絡を受け

ました。

他方、＊＊管理員の退職直後から本年２月２９日まで就業した＊＊臨時管理

員に対しては、月、水、木、第一・第三の各金曜日、土曜日の午前中の２時間

の勤務について、時給２，５００円の待遇とし、勤務一日あたり５，０００円

を支給しました。

以上により、２月２９日をもって当管理組合が雇用する人員がいなくなり、

以降は委託管理に移行することで新たな人員の雇用予定もないなるため、３月

中に労災保険と雇用保険の適用事業所の廃止を届け出るとともに、同じタイミ

ングで令和５年度の労働保険料の確定申告を行う予定です。
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８. 管理委託に関する検討と提案

令和５年度通常総会（第３号議案その２）において、令和５年度事業計画案

に「管理委託に関する検討と提案を含めること」が承認されたことに基づき、

第１回理事会で㈱サニーライフをパートナー会社に選定し、委託管理への移行

に関する具体的な検討を鋭意執り進め、１１月１２日に開催した第１回臨時総

会の承認決議を経て、令和６年３月１日から予定通りのスケジュールで委託管

理へ移行しました。

臨時総会までの検討経過については、中間報告書（９月１日付）や臨時総会

の議案書を通じて、規約改定の内容を含めて詳しい説明を尽くしているため、

ここでは説明を省略させていただき、第１回臨時総会の開催運営を含む以後の

主な動向等を以下に報告します。

（１）令和５年度第１回臨時総会の開催運営

日  時 ： 令和５年１１月１２日（日）１８時００分より

会  場 ： ＊＊＊＊＊ １階エントランスホール

※定刻より、株式会社サニーライフとの管理委託契約の締結

について、法律に基づく重要事項説明会を開催

議  題 ： 第１号議案 株式会社サニーライフとの管理委託契約の締結

の承認と管理開始までの移行経過措置の事後承

認に関する件

第２号議案 規約及び細則の一部改定の承認に関する件

結  果 ： いずれも賛成多数により承認

（２）機械警備及び２４時間電話受付業務の先行委託

  第１回臨時総会の終了後に開いた第５回理事会の席上、サニーライフと標

記業務の先行委託に関する覚書を締結し、１１月１７日に専用機器設置及び

配線工事が実施され、翌１８日から業務が開始されました。

先行委託の費用（月額 16,500 円／税込）は、管理費会計の予備費の支出予

算を財源とし、１１月分（日割額）から２月分までの業務委託費（合計 56,650
円）を令和５年度会計年度末に一括して支払いました。

３月以降の標記業務費は、管理委託契約の定額業務委託費に含まれることに

なります。

（３）管理委託契約の締結

  第５回理事会の席上、契約書に調印しました。

（４）委託管理への移行に伴う管理費等の口座振替の手続き

  １２月１日にサニーライフから全組合員に対して標記手続きに必要な書類

がポスト投函または送付され、サニーライフからの報告により、令和５年度会

計年度末までに一部住戸を除いて手続きが完了したことを確認しました。
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（５）各種設備の保守点検契約（既存契約）の解約手続き

令和６年２年２９日を期日として次の各契約を解約しました。

①エレベーター保守契約（三菱電機ビルソリューション）

※遠隔監視機器撤去費 33,000 円（税込）の支払が未済となっています。 
②増圧給水ポンプメンテ（荏原製作所）

③自動ドア保守点検契約（ナブコシステム）

※管理委託後も保守点検の実務担当会社はナブコシステムになります。

（６）管理・運営上の文書資料等の共有化や引継ぎなど

  サニーライフと親泊氏の間で行ってもらいました。３月まで継続的に対応

される予定です。

（７）委託管理の開始と管理員の着任

  サニーライフによる管理の開始により、３月１日に＊＊＊ ＊＊（＊＊＊ 

＊＊＊＊）管理員（７＊歳）が着任されました。

（８）改定後規約を収録した規約集の配付

  本総会資料への同封により配付しています。

９. 防犯カメラシステムの更新の検討と提案

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10．その他 

 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債（利付き１０年債）は、令和

４年度で１０回の購入を終えているため、新たな購入はありません。

 親泊氏との顧問契約は、現契約の終期となる３月３１日まで継続すること

としました。

 
11．年度内の組合員の変更 

  ありませんでした。

Ⅱ 建物の維持保全関係

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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Ⅲ 理事会開催の記録（開催場所は１階集会室）

第１回理事会 令和５年 ４月 ３日

第２回理事会 〃  ６月 ５日

第３回理事会 〃  ８月２１日

第４回理事会 〃 １０月１６日

第５回理事会 〃 １１月１２日

第６回理事会 令和６年 ３月 ４日

●令和５年度収支決算報告

決算報告は次々ページ以下に記載のとおりであるほか、委託管理への移行に

伴う特記事項などは以下のとおりです。

１．管理費会計（貸借対照表関係）

 従前の管理室小口現金を廃止しました。

２．修繕積立金会計（貸借対照表関係）

 ＊＊＊＊銀行＊＊＊支店の普通預金口座は解約しました。

３．その他

 ＊＊＊＊＊銀行＊＊＊＊支店の２つの普通預金口座のキャッシュカード

は、いずれも解約しました。
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●

●

●

●

●

●

●

２～５号棟の団地建物
所有者の共有の土地

８号棟の区分所有者
の共有の土地

市が所有する土地

Ｕ
Ｒ
が
所
有
す
る
土
地

ＵＲが所有する土地 病院が所有する土地

・ １・６・７号棟の所有者（ＵＲ）
・ ２・３・４・５号棟の各区分所有者
・ ８号棟の各区分所有者
↑ これらの者が共有する

土地及び構築物
（通路・公園及びデッキ）

８号棟の特定の区分所有者が所有する土地

・・・ 土地の境界

３．約２０年かけて一団地内のすべての管理組合と顧問契約した事例の紹介

■団地内の建物の配置図と土地の属性など

団地内の土地等・建物と区分所有法上の団体などの整理

■１・６・７号棟 （ＵＲ賃貸棟）
３棟 住戸３００戸 独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）の所有 ※もともと区分所有法の適用がない建物

■８号棟 （通称：第二管理組合）
１棟 住戸３６戸＋非住宅１０区画 ８号棟の区分所有者で「（通称）第二管理組合」を構成
２００３（平成１５）年度から顧問契約 ※親泊塾２０２１に登場するＢマンション

契約のきっかけ → 他のマンションの給水管更生工事を受注した工事会社から、当時孤軍奮闘状態にあったこのマン
ションの理事長の相談に乗ってあげてほしいと紹介を受けた（契約までは６か月ぐらいかかった）

■２・３・４・５号棟 （通称：第一管理組合）
４棟 住戸３６３戸 ２～５号棟の各区分所有者（団地建物所有者）で「（通称）第一管理組合」を構成
２０１５（平成２７）年度から顧問契約 ※親泊塾２０２１に登場するＡマンション

契約のきっかけ → 第二管理組合との顧問契約を当初から関知していたものの、発言力の大きい組合員の役員留任
が長年にわたっていたため、縁がなかったところ、その役員が退任したことにより、声がかかった

■団地内通路・公園・デッキ （仮称：公園管理組合）
土地の共有者であるＵＲ、２・３・４・５号棟及び８号棟の各区分所有者（団地建物所有者）で「（仮称）
公園管理組合」を構成
２０２３（令和５）年度から顧問契約
※所有権の登記は団地内通路・公園の土地のみで、デッキは、ＵＲ所有地の上に当たる構築物だが、規約で管理組合

の管理対象物（共有物）と定められている
契約のきっかけ → 令和４年度の理事長が民法の規定を根拠としてデッキが管理組合の管理対象物ではないという

荒唐無稽な論理を繰り広げたことで、理事会が長期間にわたって空転。この事態を重く受け止めた
第一管理組合の理事長（理事会）から公園管理組合に対し、第一・第二と同じようにマンション管理
士と契約し、専門性を確保して運営することが望ましい旨が文書で勧奨されることになった
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